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て
た
び
た
び
壇
を
結
び
請
雨
法
を
修
し
た
と
い
う
。

仏
教
の
祈
雨
（
雨
乞
い
）

「
請
雨
経
法
」

殿
に
お
い
て
『
大
般
若
経
』
を
転
読
す
る
と
と
も
に
、
神
泉
苑
で
請
雨
経
法
を

修
し
た
こ
と
を
記
し
て
以
来
、
唐
代
に
訳
出
さ
れ
た
『
大
雲
輪
請
雨
経
』
等
に

儀
軌
』
等
に
基
づ
く
孔
雀
経
法
が
し
ば
し
ば
修
さ
れ
て
き
た
。
修
法
に
基
礎
を

与
え
た
儀
軌
の
中
に
は
、
唐
代
中
期
の
密
教
僧
・
不
空
の
手
に
か
か
る
も
の
も

多
く
、
彼
と
訳
出
し
た
経
軌
が
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
請
雨
法
の
展
開
を
語
る

不
空
は
、
唐
の
玄
宗
・
粛
宗
・
代
宗
三
代
の
帝
師
と
し
て
尊
崇
を
集
め
、
密

教
を
広
く
中
国
の
地
に
宣
揚
し
た
仏
教
僧
で
、
『
大
雲
輪
請
雨
経
』
二
巻
、
『
大

雲
経
祈
雨
壇
法
』

と
い
う
と
、

空
海
が
神
泉
苑
で
行
っ
た
と
伝
え
ら

の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
向
き
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

も
っ
と
も
、
大
雲
経
系
の
諸
経
軌
の
紹
介
は
、
中
国
史
上
、

不
空
に
よ
っ
て

一
巻
等
の
訳
出
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
身
も
長
安
に
お
い

上
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

基
づ
く
請
雨
経
法
や
、
『
仏
母
大
孔
雀
明
王
経
』
『
仏
説
大
孔
雀
明
王
画
像
壇
場

で
あ
ろ
う
か
。

い
に
普
及
し
は
じ
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

あ
る
い
は

「
同
本
抄
訳
」

の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
長
部
和
雄
『
唐

は
じ
め
て
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
唐
代
の
人
で
、
律
を
学
び
、

顕
慶
（
六
五
六

S
六
六
一
）
中
に
高
宗
に
召
さ
れ
て
入
内
、
基
（
慈
恩
大
師
）

ら
と
と
も
に
玄
柴
の
訳
場
に
連
な
っ
た
経
験
を
も
つ
道
世
が
、
総
章
元
年
（
六

六
八
）
年
に
撰
述
し
た
『
法
苑
珠
林
』
に
は
移
し
い
量
の
経
典
・
律
・
論
書
が

引
用
さ
れ
、
唐
代
に
お
け
る
仏
教
に
関
す
る
知
識
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が

で
き
る
が
、

同
書
の
祈
雨
篇
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
述
意
部
に
は
す
で
に
『
大
雲

経
』
系
統
か
ら
の
引
用
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

七
世
紀
に
は
大
雲
経
系
の
諸

経
軌
が
、
請
雨
経
典
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

道
世
が
『
法
苑
珠
林
』
を
撰
述
し
た
当
時
、
流
布
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
請

那
耶
舎
が
訳
出
し
た
『
大
方
等
大
雲
経
請
雨
品
第
六
十
四
』
と
『
大
雲
経
請
雨

品
第
六
十
四
』
、
も
う
―
つ
は
、
北
斉
か
ら
隋
代
に
か
け
て
活
躍
し
た
那
連
提
耶

舎
に
よ
る
『
大
雲
輪
請
雨
経
』
二
巻
。
こ
れ
ら
の
経
軌
が
、
概
ね
「
同
本
異
訳
」

代
密
教
史
雑
考
』
に
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
(
-
)
、
大
雲
経
系
の
諸
経
軌
が
南
北

朝
時
代
の
後
半
か
ら
隋
代
に
か
け
て
訳
出
さ
れ
、
唐
代
の
初
め
ご
ろ
に
は
し
だ

で
は
、
中
国
に
お
け
る
仏
教
的
祈
雨
普
及
の
始
め
は
那
辺
に
求
め
ら
れ
る
の

一
般
に
、
中
国
に
お
け
る
密
教
の
普
及
は
、
魏
晋
南
北
朝
時
代
か
ら
は
じ
ま

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
イ
ン
ド
で
は
三
世
紀
か
ら
七
世
紀
前
半
に
か
け

て
初
期
密
教
の
形
成
・
展
開
・
確
立
が
み
ら
れ
、

国
に
も
漸
次
、
密
教
的
な
色
彩
の
強
い
経
典
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
く
。
北
宋
の

こ
れ
と
平
行
す
る
形
で
、
中

｀
~
〇

うっカ

日
本
で
は
『
三
代
実
録
』
が
貞
観
一
七

（
八
七
五
）
年
六
月
に
、
大
極

れ
る

雨
法
関
係
の
経
軌
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

―
つ
は
北
周
の
閤

は
じ
め
に

《
論
説
》

佐

藤

裕

亮

魏
晋
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
仏
教
と
祈
雨
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の
祈
雨
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
っ
て
よ
い
。

人
賛
寧
が
編
纂
し
た
『
大
宋
僧
史
略
』
に
は
「
伝
密
蔵
」
と
い
う
項
が
あ
り
（
二
）
、

「
初
江
東
未
有
呪
法
。
密
訳
出
孔
雀
王
経
明
諸
神
呪

（
初
め
江
東
に
未
だ
呪
法
有
ら
ず
、
密
、

明
か
す
）
（
三
）
」

孔
雀
王
経
を
訳
出
し
諸
の
神
呪
を

と
い
う
記
述
を
紹
介
し
つ
つ
、
中
国
江
南
に
お
け
る
密
教
の

み
せ
た
吊
戸
梨
蜜
多
羅
の
こ
と
で
、
先
の
よ
う
な
記
述
に
も
と
づ
け
ば
、

東

し
か
し
、
実
際
に
は
そ
れ
以
前
よ
り
密
教
的
な
色
彩
の
強
い
経
典
ー
~
ー
た
と

え
ば
三
国
時
代
に
呉
の
支
謙
が
訳
し
た
と
さ
れ
る
『
摩
登
伽
経
』
や
『
華
積
陀

羅
尼
神
呪
経
』
な
ど
の
諸
経
が
訳
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
日
で
は
、
中

国
に
密
教
経
典
が
紹
介
さ
れ
た
時
期
を
三
世
紀
ご
ろ
に
置
く
こ
と
が
多
い
。

術
的
・
儀
礼
的
傾
向
の
強
い
仏
教
が
、
初
期
密
教
経
典
の
伝
訳
を
通
じ
て
普
及

を
み
た
と
す
る
な
ら
ば
、
中
国
に
お
け
る
仏
教
的
祈
雨
の
始
ま
り
を
、

係
に
あ
る
。

し
か
し
、

ひ
と
つ
の
見
識
で
あ
ろ
う
。

呪

隋
唐
期
以
降
の
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
仏
教
の
祈
雨
は
密
教
経
軌
と
深
い
関

そ
こ
で
用
い
ら
れ
た
経
軌
が
南
北
朝
の
末
か
ら
隋
唐
に

か
け
て
訳
出
さ
れ
た
比
較
的
新
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
や
、

と
に
主
眼
を
置
き
分
析
を
進
め
る
が
、

中
国
に
お
け
る
訳

出
・
紹
介
・
普
及
の
状
況
も
一
様
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
魏
晋
期
に
訳
出
さ
れ

た
初
期
密
教
経
典
と
の
間
を
直
線
的
に
結
ぶ
の
は
、
や
や
無
理
が
あ
る
。
少
な

く
と
も
、
単
に
中
国
に
お
け
る
密
教
受
容
の
前
史
の
中
に
、
魏
晋
南
北
朝
時
代

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
僧
伝
に
み
え
る
祈
雨
の
事
例
を
具
体
的
に
検
討
す
る
こ

そ
の
前
提
と
し
て
次
節
で
は
、
大
雲
経

こ
の
時

経
に
つ
い
て
常
磐
大
定
は
、
失
訳
雑
経
録
中
に
み
え
る

「
兜
請
雨
」

の
記
載
を

で
き
な
い
。

期
に
求
め
よ
う
と
す
る
の
も

『
出
三
蔵
記
集
』
の
記
録
の
中
に
み
え
て
い
る
が

こ
れ
は
現
存
し
な
い
。

系
諸
経
軌
の
訳
出
以
前
に
伝
え
ら
れ
た
経
典
群
の
う
ち
、
祈
雨
儀
礼
に
関
連
す

一
、
初
期
密
教
経
典
の
訳
出
と
請
雨
法

た

中
国
に
お
い
て
請
雨
法
を
説
示
す
る
経
軌
は
い
つ
ご
ろ
訳
出
さ
れ
た
の
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
梁
・
僧
祐
撰
『
出
三
蔵
記
集
』
、
隋
・
費
長
房
等
撰
『
歴

代
三
宝
紀
』
、
唐
・
道
宣
撰
『
大
唐
内
典
録
』
、
唐
・
智
昇
撰
『
開
元
釈
教
録
』

な
ど
の
経
録
や
先
行
研
究
に
よ
り
、
あ
る
程
度
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
中
国
に
お
け
る
密
教
の
草
創
期
を
代
表
す
る
人
物

と
し
て
知
ら
れ
る
吊
戸
梨
蜜
多
羅
が
『
孔
雀
王
経
』
を
訳
出
し
て
い
た
こ
と
は

だ
し
、

そ
の
後
に
訳
出
さ
れ
た
孔
雀
王
経
類
の
中
に
は
、
毒
蛇
に
噛
ま
れ
た
際

の
救
護
法
や
治
病
等
と
と
も
に
請
雨
法
が
説
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
吊
戸

梨
蜜
多
羅
訳
『
孔
雀
王
経
』
に
同
様
の
内
容
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
も
否
定

ま
た
四
世
紀
の
末
に
は
曇
無
蘭
が
多
く
の
密
教
経
典
を
訳
出
し
た
と
い
わ
れ
、

実
際
に
『
歴
代
三
宝
紀
』
や
『
開
元
釈
教
録
』
な
ど
後
世
の
経
録
に
は
、
曇
無

蘭
の
訳
と
し
て
『
請
雨
呪
経
』
の
名
が
み
え
る
。

る
の
み
で
、

た
だ
し
『
高
僧
伝
』
に
は
曇

無
蘭
の
事
績
に
関
す
る
記
載
は
み
ら
れ
ず
、
現
存
す
る
最
古
の
経
録
で
あ
る
『
出

三
蔵
記
集
』
に
も
わ
ず
か
に
失
訳
雑
経
録
中
に
「
究
請
雨
」
と
い
う
記
載
が
あ

そ
の
訳
業
を
事
実
と
み
る
に
は
や
や
不
安
が
残
る
。

晋
の
頃
に
密
教
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

は
じ
め
を
措
定
し
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う

「密」

と
は
、
東
晋
期
に
活
躍
を

『
高
僧
伝
』
に
み
え
る

も
っ
と
も
同

る
も
の
を
中
心
に
整
理
・
紹
介
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

373 
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在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

ふ
ま
え
て

「
祐
の
失
訳
雑
経
録
中
に
、
究
請
雨
あ
り
。

共
に
蘭
訳
と
し
、
請
雨
時
経
と
題
す
（
四
）
」
と
述
べ
、
森
口
光
俊
も
「
請
雨
壇

法
の
展
開
」

の
中
で
『
陀
羅
尼
雑
集
』
中
に
み
え
る
「
仏
説
乞
雨
呪
」
を
曇
無

蘭
訳
『
請
雨
呪
経
』
と
み
て
い
る
（
五
）

0

同
経
が
曇
無
蘭
訳
で
あ
る
か
は
ひ
と

ま
ず
措
く
と
し
て
も
、
祈
雨
に
関
す
る
経
典
が
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
訳
出
さ

れ
て
い
た
、

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
十
分
に
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

も
う
少
し
確
実
な
例
と
し
て
は
、
北
涼
の
蜃
無
識
に
よ
っ
て
訳
出
さ
れ
た
『
大

方
等
無
想
経
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。

同
経
は
第
二
巻
に
呪
を
掲
げ
た
の
ち
「
若
有

諸
龍
聞
是
神
呪
、
不
降
甘
雨
頭
破
七
分
（
若
し
諸
龍
有
り
て
是
の
神
呪
を
聞
き
、

甘
雨
を
降
さ
ざ
れ
ば
頭
が
破
れ
て
七
分
と
な
ら
ん
）
（
六
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
祈

く
増
広
さ
れ
、
結
界
作
壇
法
等
を
備
え
た
請
雨
法
の
た
め
の
儀
軌
と
し
て
の
性

格
を
強
め
て
い
く
の
は
、
六
世
紀
の
後
半
に
閤
那
耶
舎
に
よ
っ
て
訳
出
さ
れ
た

『
大
方
等
大
雲
経
請
雨
品
第
六
十
四
』
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

階
で
唐
代
以
降
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、

あ
る
程
度
完
成
さ
れ
た
請
雨
壇
法
が
存

『
大
方
等
無
想
経
』
等
の
諸
経
の
訳
出
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
請
雨
法
は
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
中
国
の
外
部
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

詳
細
に
論
じ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
ひ
と
ま
ず
措
く
。

史
的
叙
述
で
は
、

五
世
紀
の
段

そ
の

具
体
相
を
う
か
が
う
た
め
に
は
個
々
の
経
典
に
関
す
る
成
立
・
流
布
の
問
題
を

た
だ
し
、
中
国
密
教
の
通

五
世
紀
後
半
入
る
と
経
典
の
訳
出
な
ど
を
通
じ
て
古
代
イ
ン
ド

の
グ
プ
タ
朝
に
お
い
て
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
密
教
儀
礼
が
、
漸
次
、
中
国
に

紹
介
さ
れ
て
い
っ
た
、
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
（
七
）
。

具
体
的
な
作
法
が
記
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

降
雨
（
若
し
求
雨
の
時
蘊
香
を
焼
き
娑
伽
羅
龍
王
を
供
養
し
、
四
枚
の
石
に
呪

求
雨
時
焼
蓋
香
供
養
娑
伽
羅
龍
王
、
呪
四
枚
石
。
有
龍
住
処
呪
石
郷
中
。

天
即

嘴
矢
と
し
て
、
グ
プ
タ
朝
時
代
の
密
教
儀
礼
発
達
の
痕
跡
を
残
す
経
典
の
一
っ

雨
の
た
め
の
陀
羅
尼
を
説
く
こ
と
で
知
ら
れ
る
が

こ
の
経
典
が
の
ち
に
著
し

古
代
イ
ン
ド
の
密
教
を
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
中
国
に
伝
え
た
経
典
と
し
て
注

目
さ
れ
て
い
る
も
の
は
い
く
つ
か
存
在
す
る
が
、
請
雨
法
と
の
関
係
か
ら
特
に

重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
と
し
て
、
北
魏
・
曇
曜
訳
『
大
吉
義
神
呪
経
』
と
梁
代

『
大
吉
義
神
呪
経
』
に
つ
い
て
は
、
北
魏
文
成
帝
期
に
曇
曜
が
訳
出
し
た
と

い
わ
れ
て
い
る
が
、
経
録
の
記
述
を
確
認
し
て
み
る
と
、
隋
・
法
経
撰
『
衆
経

目
録
』
（
大
正
蔵
五
五
‘
―
二

0
下
）
に
失
訳
と
し
て
見
え
る
の
が
初
見
で
あ
り
、

『
大
周
刊
定
衆
経
目
録
』
は
北
魏
の
太
和
一

0
(
四
八
六
）
年
に
曇
曜
が
訳
出

し
た
と
記
し
、
唐
・
智
昇
撰
『
開
元
釈
教
録
』
も
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。

っ
と
も
同
経
が
曇
曜
訳
で
あ
る
こ
と
を
積
極
的
に
否
定
す
る
材
料
も
な
い
た
め
、

現
段
階
で
は
経
録
の
記
載
に
従
っ
て
こ
の
経
典
に
つ
い
て
は
成
立
時
期
を
五
世

紀
の
中
頃
に
置
く
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
（
八
）
。

ち
な
み
に
『
大
吉
義
神
呪
経
』
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
中
で
も
、
護
摩
法
の

と
し
て
、
あ
る
い
は
諸
尊
法
の
先
駆
と
し
て
注
目
を
集
め
て
き
た
経
典
で
、
「
若

す
、
龍
の
住
処
有
り
呪
石
を
中
に
螂
つ
。
天
即
ち
雨
を
降
す
）
（
九
）
」
と
あ
る
よ

う
に
、
娑
伽
羅
龍
王
す
な
わ
ち

s
a
g
a
r
a
n
a
g
a
 raja

を
本
尊
と
し
て
焼
香
供
養
を

‘ヽ
'
>
 

一丁4
1
 

四
枚
の
石
に
呪
文
を
唱
え
、

そ
の
石
を
龍
の
住
処
に
投
げ
込
む
と
い
う

に
訳
出
さ
れ
た
『
牟
梨
曼
陀
羅
呪
経
』
が
あ
る
。

も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
は
、
充
分
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
経
な
り
。
房
昇
は

経
典
の
訳
出
に
よ
っ
て
、
他
の
地
域
の
文
化
や
習
俗
、
儀
礼
に
関
す
る
知
識
がも

(-3塁ー）
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上
げ
て
い
き
た
い
。

降
。
虎
令
澄
自
行
、
即
有
白
龍
二
頭
降
於
祠
所
。
其
日
大
雨
、
方
数
千
里

時
又
久
旱
、
自
正
月
至
六
月
゜
虎
遣
太
十
詣
臨
滋
西
釜
口
祈
雨
。
久
而
不

に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

あ
る
程
度
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

残
る
も
の
の
、

他
の
関
係
史
料
と
と
も
に
両
書
を
播
い
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

い
わ
ゆ
る

「
初
期
密
教
経
典
」
と
呼
ば
れ
る
経
典
群
の
中
に
、
祈
雨
を
行
う
際

が
見
て
と
れ
る
(
-
こ
゜

の
天
監
一
八

（
五
一
九
）
年
に
至
る
四
五
三
年
間
に
わ
た
る
仏
教
僧
、
本
伝

作
壇
し
龍
像
を
本
尊
と
し
て
安
置
、
四
隅
に
四
瓶
と
四
香
炉
を
安
置
し

五
世
紀
半
ば
に
成
立
し
た
と
み
ら
れ
る
『
牟
梨
曼
陀
羅
呪
経
』
に
も
儀
礼
の

た
め
の
具
体
的
な
作
法
が
説
示
さ
れ
て
い
る
が
、

ダ
ラ
の
四
隅
に
弓
矢
を
、

花
な
ど
を
供
養
し
た
の
ち
、

マ
ン

牛
糞
を
用
い
て
マ
ン
ダ
ラ
を

五
色
線
で
周
囲
を
結
界
し
て
焼
香
、
飲
食
や
果
実
、

誦
持
者
は
東
方
を
向
き
ダ
ラ
ニ
を
千
八
遍
唱
え
な

が
ら
龍
頭
に
白
芥
子
を
打
ち
投
じ
る
（
一
（
）
）
つ
ま
り
、
龍
像
を
本
尊
と
し
た
結

界
法
、
供
養
法
、
ダ
ラ
ニ
の
念
誦
法
が
具
体
的
に
示
さ
れ
る
な
ど
、
先
に
紹
介

し
た
『
大
吉
義
神
呪
経
』
に
示
さ
れ
た
作
法
に
比
べ
て
複
雑
化
し
て
い
く
様
子

以
上
の
よ
う
な
視
点
か
ら
み
る
か
ぎ
り
、
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
訳
出
さ
れ
た

の
儀
式
作
法
が
具
体
的
に
説
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

東
晋
・
曇
無
蘭
訳
と
さ
れ
る
『
請
雨
呪
経
』
に
つ
い
て
は
不
確
か
な
部
分
が

五
世
紀
後
半
か
ら
六
世
紀
に
か
け
て
訳
出
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る

『
大
吉
義
神
呪
経
』
や
『
牟
梨
曼
陀
羅
呪
経
』
の
な
か
に
は
、
祈
雨
の
た
め
の

具
体
的
な
儀
式
作
法
が
説
示
さ
れ
て
い
た
。
仮
に
こ
れ
ら
の
経
典
の
中
で
説
示

さ
れ
た
請
雨
法
が
、
中
国
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

同

時
代
に
成
立
し
た
僧
伝
、
具
体
的
に
は
梁
．
慧
餃
撰
『
高
僧
伝
』
の
記
述
に
も
、

そ
こ
で
次
節
で
は
、
僧
伝
中
に
認
め
ら
れ
る
具
体
的
な
祈
雨
の
事
例
を
取
り

梁
．
慧
絞
撰
『
高
僧
伝
』
は
、
後
漢
の
永
平
一

0
(
六
七
）
年
か
ら
南
朝
梁

五
七
人
、
附
伝
二
四
三
人
を
収
め
た
僧
伝
で
、
『
高
逸
沙
門
伝
』
『
鷹
山
僧
伝
』

な
ど
の
僧
伝
や
、
『
宣
験
記
』
『
幽
明
録
』
『
冥
祥
記
』
な
ど
の
志
怪
書
な
ど
の
先

行
す
る
諸
書
に
取
材
し
つ
つ
、
新
た
に
僧
の
徳
行
ご
と
に
科
を
分
か
ち
、
全
体

を
訳
経
・
義
解
・
神
異
・
習
禅
・
明
律
・
亡
身
・
誦
経
・
興
福
・
経
師
・
唱
導

の
十
科
に
分
類
し
た
所
に
そ
の
特
色
が
あ
っ
た
（
ー
ニ
）
。
こ
れ
を
引
き
継
い
で
梁

か
ら
唐
初
ま
で
の
僧
の
事
績
を
記
し
た
の
が
唐
・
道
宣
撰
『
続
高
僧
伝
』
で
あ

り
、
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
僧
の
事
績
を
論
じ
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、

そ
こ
で
本
章
で
は
、
『
高
僧
伝
』
や
『
続
高
僧
伝
』
に
み
え
る
、
仏
図
澄
・
渉

公
・
慧
遠
・
曇
蓋
．
求
那
祓
陀
羅
・
曇
超
・
法
雲
・
慧
光
・
法
聡
の
計
一

0
例

を
掲
げ
、
先
行
研
究
の
成
果
を
取
り
入
れ
な
が
ら
人
物
の
事
績
と
仏
教
史
上
に

お
け
る
位
置
を
明
ら
か
に
し
、

二
、
三
の
考
察
を
行
い
た
い
。

事
例
の
な
か
で
、
華
北
に
お
け
る
比
較
的
古
い
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の

が
仏
図
澄
の
事
例
で
あ
る
。
仏
図
澄
は
し
ば
し
ば
治
病
や
予
言
、
祈
雨
な
ど
の

神
異
や
奇
瑞
を
あ
ら
わ
し
、
後
趙
の
石
勒
・
石
虎
を
か
ら
尊
崇
さ
れ
た
人
物
で
、

そ
の
事
績
に
つ
い
て
は
『
高
僧
伝
』
神
異
篇
に
記
さ
れ
て
お
り
、
就
中
、
祈
雨

二
、
僧
伝
に
み
え
る
五
胡
十
六
国
時
代
の
事
例

371 
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渉
公
は
西
域
の
人
な
り

堅

と
に
な
る
。

対
応
の

つ
と
し
て
行
わ
れ
た
災
害
対
応
の
代
替
と
し
て
見
て
い
た
と
い
う

（
中
略
）
符
堅
の
建
元
十
二
年
を
以
て
長
安
に
至

自
是
無
復
炎
旱
之
憂
゜

つ
ま
り
符
堅
は
、
渉

に
活
躍
し
た
渉
公
の
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。

の
神
異
に
対
し
て
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

其
年
大
収
。

時
に
又
た
久
し
く
旱
す
る
こ
と
、

し
て
自
ら
行
か
し
め
ば
、

澄
を
遣
わ
し
た
と
こ
ろ
、

ゞ
(
-
四
）
、

る
カ

渉
公
者
、

西
域
人
也
（
中
略
）

正
月
自
り
六
月
に
至
る
。
虎
、
太
子
を

即
ち
白
龍
二
頭
の
祠
所
に
降
る
有
り
。
其
の
日

遣
し
て
雨
乞
い
を
行
っ
た
が
効
果
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

時
代
に
も
喪
国
城
堅
の
水
源
が
枯
渇
し
た
際
に
、

群
臣
親
就
鉢
中
観
之
、
咸
歎
其
異
。
堅
奉
為
国
神
、

そ
こ
で
石
虎
は
仏
図

て
降
雨
が
あ
り
そ
の
年
は
豊
作
に
な
っ
た
と
い
う
。
な
お
仏
図
澄
は
、

呪
下
神
龍
。
毎
旱
堅
常
請
之
呪
龍
、
俄
而
龍
下
鉢
中
。

石
勒
の

水
の
湧
出
祈
願
を
行
っ
て
い

い
ず
れ
も
依
拠
し
た
経
典
名
な
ど
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
の
ち

永
和
四
（
三
四
八
）
年
に
仏
図
澄
は
亡
く
な
る
が
、
『
高
僧
伝
』
神
異
篇
は
、
仏

図
澄
と
同
じ
よ
う
に
祈
雨
を
行
っ
た
僧
の
事
例
と
し
て
、
前
秦
の
符
堅
の
時
代

以
符
堅
建
元
十
二
年
至
長
安
。
能
以
秘
呪

天
輛
大
雨
。

堅
及

士
庶
皆
投
身
接
足
。

る
。
能
く
秘
呪
を
以
て
呪
し
て
神
龍
を
下
す
。
旱
毎
に
堅
常
に
之
に
請
い

て
龍
に
呪
す
、
俄
に
し
て
龍
は
鉢
中
に
下
る
。
天
輛
ち
大
い
に
雨
す
。

渉
公
は
西
域
の
人
で
前
秦
、
符
堅
の
建
元
―
二
（
三
七
六
）
年
、
長
安
に
到

っ
た
。

こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
彼
は
、
秘
密
の
呪
法
に
よ
っ
て
呪
文
を
唱
え
、

神
龍
を
下
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。

あ
っ
た
の
か
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、

を
か
け
る
よ
う
要
請
す
る
と
、

大
雨
を
降
ら
し
、

い
も
の
は
な
く
、

符
堅
や
群
臣
た
ち
は
鉢
の
中
を
観
て
そ
の
神
秘
に
驚
嘆
し
な

以
来
符
堅
は
渉
公
を
国
神
と
し
て
崇
め
、

彼
に
敬
意
を
払
い
、

る
。
符
堅
も
ま
た
、

在
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、

二
頭
の
白
龍
が
祀
所
に
降
臨
し
、
数
千
里
に
わ
た
っ

正
月
か
ら
六
月
ま
で
日
照
り
が
続
き
、
石
虎
は
太
子
を
臨
滝
の
西
、
釜
口
に
派

日
照
り
が
あ
る
た
び
に
符
堅
は
龍
に
呪

た
ち
ま
ち
に
し
て
龍
が
鉢
の
中
に
下
り
、

以
来
日
照
り
の
心
配
は
な
く
な
っ
た
、

天
は

士
庶
は
そ
ろ
っ
て

と
伝
え
ら
れ
て
い

石
虎
が
仏
図
澄
の
神
異
に
期
待
を
寄
せ
た
よ
う
に
、
渉
公

な
お
『
高
僧
伝
』
神
異
篇
は
、
渉
公
没
後
の
こ
と
と
し
て
次
の
よ
う
な
話
を

伝
え
て
い
る
。
「
建
元
一
七
（
三
八
一
）
年
は
正
月
か
ら
六
月
ま
で
雨
が
降
ら
ず

符
堅
は
減
膳
を
行
い
音
楽
を
取
り
止
め
気
の
調
和
を
図
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、

七
月
に
入
っ
て
降
雨
が
あ
っ
た
。
符
堅
は
中
書
の
朱
形
に
言
っ
た
『
渉
公
が
健

私
が
雲
漢
に
心
を
焦
が
す
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

に
。
公
は
大
聖
な
の
で
あ
ろ
う
か
』
と
。
朱
彩
は
こ
れ
に
答
え
て
『
あ
の
術
は

幽
遠
で
前
代
未
聞
の
奇
法
で
す
』
と
述
べ
た
(
:
」
と
。

公
に
よ
る
祈
雨
を
、
減
膳
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
、
皇
帝
が
行
う
べ
き
災
害
時
の

後
趙
の
石
勒
・
石
虎
か
ら
篤
く
帰
依
を
受
け
て
い
る
。

こ
の
史
料
に
よ
れ
ば

仏
図
澄
は
、

西
晋
の
永
嘉
四

（
三
一

0
)
年
に
敦
煙
を
経
て
洛
陽
に
至
り
、

そ
の
呪
文
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

大
い
に
雨
す
、
方
数
千
里
、
其
の
年
大
い
に
収
む

(

-

i

二）
0

遣
し
臨
滝
の
西
釜
口
に
詣
り
祈
雨
す
。
久
し
く
し
て
降
ら
ず
。
虎
、
澄
を

の
憂
い
無
し
(
-
五
）
。

奉
じ
て
国
神
と
為
し
、
士
庶
は
皆
な
投
身
接
足
す
。
是
れ
自
り
復
た
炎
旱

及
び
群
臣
親
し
く
鉢
中
に
就
き
て
之
を
観
て
、
咸
な
其
の
異
を
歎
ず
。
堅

(370 
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し
か
し
こ
の
問
題
を
、
密
教
と
の
関
わ
り
に
限
定
し
て
考
え
る
こ
と
に
は
、

や
は
り
慎
重
で
あ
っ
て
よ
い
。

伝
を
見
る
限
り
経
典
の
訳
出
に
こ
れ
と
い
っ
た
功
績
を
残
し
て
お
ら
ず
、

を
通
じ
て
異
国
の
請
雨
法
の
普
及
に
努
め
た
人
物
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
彼

ら
の
祈
雨
を
中
国
の
人
々
が
模
倣
す
る
に
し
て
も
、

が
訳
出
さ
れ
て
い
な
い
状
況
の
も
と
、

多
か
っ
た
。

為
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
他
に
留
意
す
べ
き
記
載
も
散
見
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、

い
手
が
外
国
人
僧
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
中
国
以
外
の
地
で
用
い
ら
れ
て
き
た
儀
礼

や
作
法
の
存
在
を
予
測
さ
せ
る
。
大
村
西
崖
『
密
教
発
達
志
』
の
よ
う
に
（
七
）
、

密
教
の
通
史
的
叙
述
の
中
で
は
、

仏
図
澄
の
呪
術
を
、
中
国
に
お
け
る
密
教
受

容
の
ご
く
初
期
の
様
相
を
示
す
一
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
、
初
期
密
教
経
典
の

訳
出
状
況
と
あ
わ
せ
て
概
述
し
、
唐
代
密
教
の
前
史
と
し
て
語
ら
れ
る
場
合
が

そ
も
そ
も
仏
図
澄
や
渉
公
は
、
少
な
く
と
も
僧

祈
雨
は
、
の
ち
に
訳
出
さ
れ
る
密
教
経
典
の
説
と
も
類
似
し
て
い
る
し
、

訳
経

そ
の
儀
礼
を
支
え
る
経
典

そ
れ
を
行
う
に
は
や
は
り
限
界
が
あ
っ

そ
の
担

二
例
の
う
ち
に
し
ば
し
ば
見
え
る

「
龍
に
呪
す
」
こ
と
に
よ
る

が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
具
体
的
な
作
法
と
し
て

「
龍
に
呪
す
」
と
い
う
行

僧
の
事
績
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
事
例
で
あ
り
、

仏
教
尊
重
の
一
因
と
な
っ
た
た
め
に
、

目
新
し
い
も
の
で
は

な
い
。
僧
伝
に
み
え
る
僧
の
霊
異
能
力
は
、
諸
国
の
君
主
に
よ
る
僧
の
招
請
や

仏
教
な
い
し
仏
教
教
団
と
国
家
と
関
わ

り
を
論
じ
る
上
で
、
重
要
な
一
例
と
し
て
見
な
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

し
、
祈
雨
に
関
す
る
記
載
そ
の
も
の
に
注
目
し
て
み
れ
ば
、

し
ヵS

仏
図
澄
・
渉
公
が

い
ず
れ
も
異
国
の
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
祈
雨
に
関
し
て
依
用
し
た
経
典
名

本
節
で
紹
介
し
た
仏
図
澄
・
渉
公
の
例
は
、
従
来
の
研
究
の
中
で
も
、
神
異

繹
慧
遠
、
本
姓
は
賣
氏
、
雁
門
婁
煩
の
人
な
り

（
中
略
）
遠
是
に
於
い
て

潜
陽
充
旱
。
遠
詣
池
側
読
海
龍
王
経

3

忽
有
巨
蛇
従
池
上
空
、
須
庚
大
雨
。

秤
慧
遠
、
本
姓
買
氏
、
雁
門
婁
煩
人
也
（
中
略
）
遠
於
是
与
弟
子
数
十
人

と
思
わ
れ
る
。

以
上
は
五
胡
十
六
国
時
代
の
華
北
の
事
例
で
あ
る
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

江
南
に
お
い
て
も
仏
教
僧
に
よ
る
祈
雨
が
行
わ
れ
て
い
た
。
就
中
、

も
っ
と
も

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
鷹
山
の
慧
遠
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
事
例
で
あ
る

南
適
荊
州
住
上
明
寺
。
後
欲
往
羅
浮
山
、
及
届
海
陽
、
見
鷹
峯
清
静
足
以

息
心
。
始
住
龍
泉
精
舎
。
此
処
去
水
大
遠
。
遠
乃
以
杖
担
地
日
、
若
此
中

可
得
棲
立
当
使
朽
壌
抽
泉
。
言
畢
清
流
涌
出
、
後
卒
成
渓
゜
其
後
少
時
、

歳
以
有
年
。

因
号
精
舎
為
龍
泉
寺
焉
c

弟
子
数
十
人
と
与
に
、
南
の
か
た
荊
州
に
適
き
上
明
寺
に
住
す
。
後
、

浮
山
に
往
か
ん
と
欲
し
、

羅

湾
陽
に
届
る
に
及
ん
で
、
鷹
峯
の
清
静
に
し
て

以
て
心
を
息
ら
う
に
足
る
を
見
る
。
始
め
龍
泉
精
舎
に
住
す
。
．
此
処
は
水

三
、
僧
伝
に
み
え
る
南
朝
の
事
例

る
実
施
例
の
多
い
江
南
の
諸
例
を
検
討
し
、
考
察
の
深
化
を
図
り
た
い
。

弟
子
た
ち
に
相
承
さ
れ
て
い
っ
た
と
ま
で
は
考
え
に
く
い
。

た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
仏
図
澄
の
場
合
、
戒
律
の
普
及
に
つ
と
め
、

道
安
を
初
め
と
す
る
多
く
の
弟
子
を
育
成
し
た
こ
ど
で
も
知
ら
れ
る
が
、
彼
の

請
雨
法
は
あ
く
ま
で
個
人
の
神
通
力
の
域
を
出
ず
、
そ
の
方
法
が
固
定
化
さ
れ
、

そ
こ
で
次
節
で
は
、

以
上
の
よ
う
な
視
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
漢
人
僧
に
よ

(369 
-6-) 



明大アジア史論集 第 23号

せ
、
そ
の
歳
は
大
豊
作
と
な
っ
た
、
と
。

の

を
去
る
こ
と
大
だ
遠
し
。
遠
、

乃
ち
杖
を
以
て
地
を
担
き
て
日
く
「
若
し

此
の
中
に
棲
の
立
つ
る
を
得
べ
け
ん
ば
当
に
朽
壌
を
し
て
泉
を
抽
か
し
む

べ
し
」
と
。

言
畢
る
や
清
流
涌
出
し
、
後
卒
に
渓
と
成
る
。
其
の
後
少
時

あ
り
、
海
陽
充
旱
す
。
遠
、
池
側
に
詣
り
海
龍
王
経
を
読
む
。
忽
ち
に
巨

蛇
有
り
て
池
従
り
空
に
上
り
、
須
央
に
し
て
大
い
に
雨
す
。
歳
以
て
有
年

な
り
。
因
り
て
精
舎
を
号
け
て
龍
泉
寺
と
為
す
(
-
八
）
。

道
安
と
出
会
い
弟
と
と
も
に
出
家
、
道
安
が
符
堅
に
招
請
さ
れ
る
と
、
慧
遠
は

弟
の
慧
持
や
弟
子
数
十
人
と
と
も
に
南
へ
渡
り
、
荊
州
の
上
明
寺
に
移
り
住
ん

の
ち
羅
浮
山
に
行
こ
う
と
し
て
溶
陽
に
立
ち
寄
っ
た
際
、

の
環
境
を
好
ま
し
く
思
っ
た
慧
遠
は
龍
泉
精
舎
に
移
る
こ
と
を
決
意
し
た
も
の

こ
の
地
は
水
の
便
が
悪
く
、
生
活
に
は
適
さ
な
い
。

水
が
湧
出
し
渓
流
と
な
っ
た
と
い
う
。

目
に
し
た
鷹
山

そ
こ
で
慧
遠
は
、
杖

を
地
面
で
叩
き
「
も
し
こ
の
地
が
住
寺
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
で
あ
る
の
な
ら
、

き
っ
と
枯
れ
た
土
地
に
泉
が
湧
く
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
た
と
こ
ろ
、
果
た
し
て

し
ば
ら
く
し
て
濡
陽
が
旱
に
見
舞
わ
れ

る
と
慧
遠
は
池
の
側
ま
で
出
か
け
、
今
度
は
『
海
龍
王
経
』
を
読
誦
し
て
み
せ

る
。
す
る
と
、
大
蛇
が
池
の
中
か
ら
空
に
上
り
た
ち
ま
ち
に
し
て
大
雨
を
降
ら

『
高
僧
伝
』
は
山
地
に
お
け
る
水
の
湧
出
と
、
旱
の
際
に
行
わ
れ
た
祈
雨
の

事
例
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
り
、
慧
遠
が
住
処
と
し
た
精
舎
が

「
龍
泉
精
舎
」

と
名
付
け
ら
れ
た
由
来
を
説
明
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

祈
雨
に
際
し
て
読
誦
さ
れ
た
経
典
と
し
て
『
海
龍
王
経
』
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て

能
く
し
て
雨
を
請
い
、
楊
州
刺
史
司
馬
元
顕
の
敬
す
る
所
と
為
る
。
法

焉。

だ。

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

学
し
儒
学
や
老
荘
の
学
を
修
め
た
が

二
―
歳
の
と
き
太
行
恒
山
の
寺
に
い
た

さ
れ
る
が

慧
遠
は
雁
門
婁
煩
（
山
西
省
）
出
身
の
人
で

一
三
歳
で
許
昌
や
洛
陽
に
遊

こ
の
慧
遠
の
事
例
は
、
東
晋
の
太
元
六

（
三
八
一
）
年
ご
ろ
の
も
の
と
想
定

係
を
み
る
の
は
無
理
が
あ
る
。

だ
経
験
を
も
つ
が
、
彼
自
身
の
事
績
に
、

い
わ
ゆ
る

ら
れ
て
い
た
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
具
体
的
な
経
典
名
は
見
え
な
い
。

二

0
代
に
慧
遠
が
仏
教
の
師
と
し
て
仰
い
だ
道
安
は
、
仏
図
澄
の
も
と
で
学
ん

時
に
竺
曇
蓋
．
竺
僧
法
有
り
。

「
神
異
僧
」
と
し
て
の
側

面
は
あ
ま
り
み
ら
れ
ず
、
少
な
く
と
も
史
料
上
、
彼
ら
の
間
に
呪
法
の
継
承
関

こ
の
ほ
か
に
、
東
晋
の
末
に
は
曇
蓋
と
い
う
僧
が
祈
雨
を
行
っ
て

い
た
こ
と
が
、
東
晋
は
元
興
の
末
に
亡
く
な
っ
た
法
相
の
伝
に
付
随
す
る
形
で

時
有
竺
曇
蓋
竺
僧
法
。
並
苦
行
通
感
。
蓋
能
神
呪
請
雨
、
為
楊
州
刺
史
司

馬
元
顕
所
敬
。
法
亦
善
神
呪
、
晋
丞
相
会
稽
王
司
馬
道
子
、
為
起
治
城
寺

並
に
苦
行
し
て
通
感
す
。
蓋
は
神
呪
を

も
亦
た
神
呪
を
善
く
し
、
晋
の
丞
相
会
稽
王
司
馬
道
子
、
為
に
治
城
寺

を
起
つ
(
-
九
）
。

当
時
、
竺
曇
蓋
と
竺
僧
法
が
お
り
、
二
人
と
も
苦
行
に
励
ん
で
感
応
が
あ
っ

た
。
曇
蓋
は
神
呪
に
よ
っ
て
祈
雨
を
行
い
、
楊
州
刺
史
の
司
馬
元
顕
に
敬
わ
れ

た
。
ま
た
僧
法
も
神
呪
を
よ
く
し
、
晋
の
丞
相
會
稽
王
司
馬
道
子
が
彼
の
た
め

に
治
城
寺
を
建
立
し
た
と
い
う
『
高
僧
伝
』
の
記
述
か
ら
は
、
曇
蓋
は
神
呪
に

よ
っ
て
雨
乞
を
行
い
司
馬
道
子
の
息
子
で
当
時
楊
州
刺
史
で
あ
っ
た
司
馬
元
顕

か
ら
厚
く
崇
敬
を
加
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

い
る
点
で
あ
る
。
先
に
と
り
あ
げ
た
仏
図
澄
や
渉
公
の
例
に
は

「呪」

が
用
い

(-3阻＿）
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郎
中
令
、
親
予
此
集
、
自
所
観
見
。

至
誠
懐
慨
、

漢
沙
門
竺
曇
蓋
、
秦
郡
人
也
。
真
確
有
苦
行
、
提
鉢
振
錫
行
化
四
輩
。
居

一
文
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

『
高
僧
伝
』
が

「
蓋
は
神
呪
を
能
く
し
て
雨
を
請
い
、
楊
州
刺
史
司
馬
元
顕

て
の
言
及
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。

司
馬
道
子
・
元
顕
は
東
晋
の
皇
族
で
、
太
元
一

O
(
三
八
五
）
年
に
謝
安
の

死
後
、
孝
武
帝
の
も
と
で
実
権
を
掌
握
し
た
の
が
司
馬
道
子
で
あ
り
、

実
権
は
子
の
司
馬
元
顕
に
譲
ら
れ
て
い
る
。

の
弛
緩
が
目
立
ち
、

け
し
て
評
判
の
よ
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
、

受
け
て
い
た
点
は
確
認
で
き
る
も
の
の
、

の
敬
す
る
所
と
為
る
」

せ
ら
れ
た
の
は
、
彼
が
祈
雨
を
行
い
効
験
が
あ
っ
た
た
め
、

通
で
あ
ろ
う
。

の
ち
に

そ
の
政
治
は
賄
賂
の
王
侯
や
綱
紀元

興
元
（
四

0
二
）
年
、
建
康
に
入
っ
た
桓
玄
に
よ
り
道
子
・
元
顕
父
子
は
殺
害

さ
れ
た
。
こ
の
記
事
か
ら
は
、
曇
蓋
や
僧
法
が
司
馬
道
子
や
元
顕
か
ら
尊
崇
を

肝
心
の
、
曇
蓋
自
身
の
事
績
に
つ
い

と
述
べ
て
い
る
点
か
ら
み
れ
ば
、
曇
蓋
が
元
顕
か
ら
敬

と
考
え
る
の
が
普

し
か
し
、
考
察
の
範
囲
を
少
し
押
し
広
げ
て
僧
伝
以
外
の
史
料

に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
『
法
苑
珠
林
』
所
引
の
『
冥
祥
記
』
に
、
次
の
よ
う
な

干
蒋
山
常
行
般
舟
゜
尤
善
神
呪
、
多
有
応
験
。
司
馬
元
顕
甚
敬
奉
之
。
衛

将
軍
劉
毅
、
聞
其
精
苦
、
招
来
姑
熟
深
相
愛
遇
。
義
興
五
年
大
旱
、
阪
湖

喝
涸
苗
稼
焦
枯
。
祈
祭
山
川
累
旬
無
応
。
毅
乃
請
僧
設
斎
、
蓋
亦
在
焉
。

斎
畢
舵
乗
露
航
浮
迂
川
一
渓
文
武
士
庶
傾
州
悉
行

1

蓋
於
中
流
播
香
礼
拝
、

乃
読
海
龍
王
経
。
造
巻
発
音
雲
気
便
起
、
転
読
将
半
柿
沢
四

合
、
邊
及
釈
軸
洪
雨
榜
注
。
畦
湖
必
満
、
其
年
以
登
゜
劉
敬
叔
時
為
毅
国

漢
の
沙
門
竺
曇
蓋
、
秦
郡
の
人
な
り
。
慎
確
に
し
て
苦
行
有
り
、
鉢
を
提

げ
錫
を
振
い
行
き
て
四
輩
を
化
す
。
蒋
山
に
居
し
般
舟
を
常
行
と
す
。
尤

も
紳
呪
を
善
く
し
、
多
く
応
験
有
り
。
司
馬
元
顆
甚
だ
敬
し
て
之
を
奉
ず
。

義
興
五
年
大
旱
し
、
破
湖
は
喝
涸
し
苗
稼
は
焦
枯
す
。
山
川
を
祈
祭
す
る

も
累
旬
応
無
し
。
毅
、

乃
ち
僧
の
斎
を
設
け
る
を
請
い
、
蓋
も
ま
た
焉
に

在
り
。
斎
畢
り
舵
ら
露
航
に
乗
り
川
渓
を
浮
迂
す
。
文
武
士
庶
州
を
傾
け

て
悉
く
行
く
。
蓋
、
中
流
に
於
て
香
を
播
き
礼
拝
し
、

至
誠
に
煉
慨
す
、

乃
ち
海
龍
王
経
を
読
む
。
造
巻
音
を
発
せ
ば
雲
気
便
ち
起
ち
、
転
読
の
将

に
半
ば
に
し
て
流
沢
四
合
、
邊
に
釈
軸
に
及
べ
ば
洪
雨
榜
注
す
。
畦
湖
必

ず
満
ち
、
其
の
年
登
を
以
て
す
。
劉
敬
叔
は
時
に
毅
の
国
の
郎
中
令
為
り
、

漢
の
沙
門
竺
曇
蓋
は
秦
郡
の
人
。
苦
行
を
行
い
、
乞
食
し
て
四
輩
（
比
丘
・

比
丘
尼
・
優
婆
塞
・
優
婆
夷
、

し
、
蒔
山
に
住
み
、
常
日
頃
か
ら
般
舟
三
昧
を
行
じ
て
い
た
。
神
呪
を
よ
く
し
、

し
ば
し
ば
感
応
や
霊
験
が
あ
り
、

司
馬
元
顕
は
彼
を
崇
敬
し
、

の
ち
に
衛
将
軍

の
劉
毅
も
曇
蓋
の
修
道
ぶ
り
を
聞
き
、
姑
熟
（
安
徽
）
に
招
い
て
手
厚
く
待
遇

し
た
と
い
う
。
義
興
五
年
に
ひ
ど
い
干
ば
つ
が
起
こ
っ
た
。

り
、
稲
の
苗
が
枯
れ
、

山
川
に
祀
り
を
捧
げ
た
も
の
の
効
果
が
み
ら
れ
な
い
。

そ
こ
で
劉
毅
は
僧
を
招
い
て
斎
会
を
催
し
、
曇
蓋
の
姿
も
ま
た
そ
の
中
に
あ
っ

た
。
斎
会
が
終
わ
る
と
曇
蓋
は
自
ら
筏
に
乗
り
、

た
め
池
は
干
上
が

人
々
が
集
ま
る
な
か
、
川
の

中
ほ
ど
で
焼
香
礼
拝
し
『
海
龍
王
経
』
を
読
誦
す
る
。
経
巻
を
繰
り
は
じ
め
た

だ
け
で
雲
気
が
立
ち
上
り
、

半
ば
に
さ
し
か
か
る
と
四
方
に
雨
が
降
り
始
め
、

経
を
読
誦
し
終
わ
る
頃
に
は
大
雨
が
降
り
注
ぎ
、

た
め
池
は
満
た
さ
れ
、

そ
の

つ
ま
り
出
家
・
在
家
の
男
女
の
こ
と
）
を
教
化

親
し
く
此
の
集
に
予
り
、
自
ら
観
見
す
る
所
な
り
(
―
10)
。

衛
将
軍
劉
毅
、
其
の
精
苦
を
聞
き
、
姑
熟
に
招
来
し
て
深
く
相
い
愛
遇
す
。

367 
(-8-) 



第 23号

中
に

て
い
る
。
求
那
跛
陀
羅
は
中
イ
ン
ド
の
出
身
で
、
小

し
て
礼
懺
（
礼
拝

し
た
と
こ
ろ
、

こ
り
、

つ
づ
く
劉
宋
期
に
は
、
求
那
跛
陀
羅
が
祈
雨
を
行
い
効
験
が
あ
っ
た
｝

れ
ば
、

と
い
い
、
密
か
に

本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
措
く
。

て
る
が
、
求
那
跛
陀
羅
は

司
馬
元
頴
や
劉
毅
の
政
治
的
な
立
場
と

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

た
が
、
途
中
で

止

つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。

お
そ
ら
く
こ
の

に
帰
依
し
た
人
々
、

に
縁
が
あ
り
、
船

事
績
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
内
容
が
載
録
さ
れ
な
か
っ
た
点
に

し
て
航
海
の

に
出
た
求
那
跛
陀
羅
で
あ
っ

淡
水
も
底
を
つ
い
て
し
ま
う
。
乗
船
者
た
ち

「
心
を
―
つ
に
し
て
十
方
仏
を
念
じ
観
世
音
の
名
を

い
わ
け
で
は
な
か

し(―
-
H
-
)
0

に
は
祈
雨
を
行
い

ら
、
よ

り
込
ま

の

風
暴
か
に
至
り
、

一
舶
済
を
蒙
る
。

容
が
あ
ま
り
に

で
あ
っ
た
、

と
い
う
の
で

は
わ
か
る
が
、

俄
に
し

の
誠
感
此
の

『
冥
祥
記
』
に
み
え
る
曇
蓋
の
事
績
が
、
『
高
僧
伝
』
に
載
せ
る
に
は
そ
の
内

ざ
ら
ん
」
と
。

し
力
を
井
せ
十
方
仏
を
念
じ
観
世
音
を
称
う
べ
し
、
何
く
に
往
き
て
感
ぜ

の
引
く

゜

み
、
淡
水
復
た

て

政
陀
日
く
「
心

＜
 

に
お
い
て
、

て
い
る
法
相
の

し
て
縁
の

乃
ち
舶
随
い

の
編
纂
に

し
て
『
冥
祥
記
』
に
み
え
る
曇
蓋
の
事
績
を
見
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
(
―
―
-
）
、

（
中
略
）
既
に

も

る
こ
と
か
ら
、

何
往
不
感
。

舶
蒙
済
。
其
誠
感
如
此
゜

求
那
跛
陀
羅
、
此
に
功
徳
賢
と
云
う
。
中
天
竺
の
人
な
り

の
人
応
淡
が
撰
し

の

体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。

舶
汎
海
、
中
途
風
止
、
淡
水
復
喝
、
挙
舶
憂
憧
。
跛
陀
日
、

可
同
心
井
力

王

を
読
誦
し

あ
っ
た
こ
と
が
、

求
那
跛
陀
羅
、

此

人

晋
の
末
に
衛
将
軍
と
な
っ
た
劉
毅
か
ら
も
尊
敬
を
受
け
、
義
興
五
年
、

お
そ
ら

既
有
縁
東
方
、

く
は
義
煕
五

（四

0
九
）
年
の
旱
に
際
し
て

を
祈
る
と
い

で
は

し
て
お
き
た
い
。

し
て
い
た
。

ま、
~' 

い
う
前
者
の

し‘

呪
に
よ
っ

っ
た
際
に
、

に

し
て
礼
懺

件
の
記
載
が
認
め
ら
れ
る
。

の
様
子
を
見
た
の
だ
と
い
う
。

つ

で
あ
っ

劉
敬
叔
は
｝

の

『
高
僧
伝
』
は
曇
蓋
に
つ
い
て
、
法
相
伝
の
付
伝
と
し
て
紹
介
し
、
彼
が
神

こ
と
を
ご
く
簡

至
っ
た
人
物
で
、

し
て
は
僧
伝
中
に
一

こ
の
う
ち
、
求
那
践
陀
羅
が
航
海
の
途
上
で
降
雨

．
懺
悔
）
を
行
っ
た
と

は
、
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
お
け

法
の
比
較
的
古
い
例
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
る
機
会
の
多
い
史
料
だ
が
、
降
雨

で
あ
る
こ
と
か
ら
、

の

の
中
令
と
し
て
そ

の
ち
、

（
四
三
五
）

に
広
州
に
船
で

366 
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雲
が
垂
れ
込
め
雨
を
降
ら
せ
、
船
の
者
は
み
な
助
か
っ
た
と
い
う
。

来
事
だ
が
、
求
那
跛
陀
羅
が
礼
懺
を
行
っ
て
い
る
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

音
懺
法
」
に
類
似
し
た
も
の
と
見
て
、
求
那
跛
陀
羅
を
読
誦
し
た
呪
経
を
『
請

観
世
音
消
伏
毒
害
陀
羅
尼
呪
経
』
と
推
定
し
（
ご
四
）
、
塩
入
良
道
も
ま
た
「
こ
の

場
合
の
礼
懺
が
請
観
世
音
経
に
基
づ
く
も
の
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
東
晋

の
実
力
者
裔
歓
（
四
九
六

S
五
四
七
）

布
さ
れ
て
お
ら
ず
、
南
朝
末
期
頃
流
布
さ
れ
た
疑
経
の
観
世
音
三
昧
経
お
よ
び

曇
無
喝
が
元
嘉
末
（
四
五
三
）

は
呪
が
な
い
し
、

に
よ
る
偽
経
の
高
王
観
世
音
は
ま
だ
流

に
揚
州
で
訳
出
し
た
観
世
音
菩
薩
授
記
経
に

後
者
の
訳
出
は
殆
ど
同
じ
頃
の
話
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

や
は
り
請
観
世
音
経
に
基
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
」

て
い
る
（
二
五
）
。

と
指
摘
し

そ
の
後
、
求
那
跛
陀
羅
は
江
南
の
地
に
あ
っ
て
『
勝
婁
経
』
『
榜
伽
経
』
『
無

量
寿
経
』
『
泥
垣
経
』
『
央
掘
摩
羅
経
』
な
ど
の
諸
経
を
訳
出
し
た
が
、
大
明
六

（
四
六
二
）
年
に
天
下
が
日
照
り
に
見
舞
わ
れ
る
と
、
劉
宋
の
孝
武
帝
の
意
向

大
明
六
年
、

天
下
充
旱
、
祷
祈
山
川
累
月
無
験
。
世
祖
請
令
祈
雨
必
使
有

感
如
其
無
獲
不
須
相
見
。
跛
陀
日
、
仰
憑
三
宝
、
陛
下
天
威
娯
必
降
澤
゜

如
其
不
獲
不
復
重
見
。

降
雨
。

大
明
六
年
、

即
往
北
湖
釣
台
焼
香
祈
請
。
不
復
飲
食
、
黙
而
誦

天
下
充
旱
し
、

日
在
桑
楡
風
震
雲
合
連
日

明
旦
公
卿
入
賀
。
勅
見
慰
労
、
囃
施
相
続
。

山
川
に
祷
祈
す
る
も
累
月
験
無
し
。
世
祖
雨

経
、
密
加
秘
呪
。
明
日
哺
時
西
北
雲
起
如
蓋

（
四
六
三
）
年
の
も
の
と
み
る
こ
と
も
あ
る
(
-
―
七
）
。

大
明
七
年
―
一
月
の
条
に
は
「
東
の
諸
郡
大
旱
す
」
と
み
え
る
こ
と
か
ら

無
く
ん
ば
相
見
る
こ
と
須
い
ず
」
と
。
践
陀
日
く
「
仰
い
で
三
宝
を
憑
り
、

た
重
ね
て
見
え
ず
」
と
。
即
ち
北
湖
の
釣
台
に
往
き
焼
香
祈
請
し
、
復
た

飲
食
せ
ず
、
黙
し
て
経
を
誦
し
、
密
か
に
秘
呪
を
加
う
。
明
日
哺
時
西
北

に
雲
の
起
つ
こ
と
蓋
の
如
く
、

連
日
雨
を
降
す
。

施
相
続
く
（
二
六
）

0

明
旦
公
卿
入
り
て
賀
す
。
勅
見
し
て
慰
労
せ
ら
れ
、
嗽

（
四
六
二
）
年
、

日
の
桑
楡
に
在
る
こ
ろ
風
震
い
雲
合
し
て

天
下
は
旱
魃
に
見
舞
わ
れ
、

山
川
に
祈
祷
し
て
も

何
ヶ
月
も
効
験
が
な
か
っ
た
。
世
祖
は
祈
雨
を
行
わ
せ
る
よ
う
に
命
じ

感
応
が
あ
る
よ
う
に
せ
よ
、
も
し
感
応
が
な
け
れ
ば
相
見
す
る
に
は
及
ば
な
い
」

っ
て
雨
を
降
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
も
し
か
な
わ
な
い
と
き
は
、

目
に
か
か
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」

と
述
べ
て
、

が
連
な
り
、
連
日
降
雨
と
な
っ
た
。
翌
朝
、

お

北
湖
の
釣
台
に
行
き
焼
香
し

公
卿
た
ち
は
参
内
し
て
祝
賀
し
、

勅
に
よ
っ
て
慰
労
さ
れ
、
布
施
の
品
々
が
相
次
い
だ
と
い
う
。
た
だ
し
、
『
高
僧

伝
』
の
い
う
時
期
に
つ
い
て
は
異
説
も
あ
り
、
『
出
三
蔵
記
集
』
『
名
僧
伝
』
は

い
ず
れ
も
こ
の
記
事
を
大
明
七
（
四
六
三
）
年
と
し
、
『
宋
書
』
巻
六
、
孝
武
帝
、

の
事
例
を
大
明
七

劉
宋
孝
武
帝
の
時
代
に
も
、

君
主
か
ら
の
依
頼
で
外
来
僧
が
経
典
の
読
誦
や

を
受
け
て
祈
雨
を
行
い
、
応
験
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

の
夕
方
に
西
北
に
雲
が
起
こ
り
、
日
没
を
迎
え
る
こ
ろ
に
は
風
が
吹
き
荒
れ
雲

て
祈
願
し
、
飲
食
を
せ
ず
、
経
典
を
読
誦
し
秘
呪
を
加
え
た
。
す
る
と
、
翌
日

と
述
べ
た
。
求
那
跛
陀
羅
は

「
仰
い
で
三
宝
に
す
が
り
、
陛
下
の
御
稜
威
に
よ

「
必
ず

大
明
六

か
つ
て
小
林
太
市
郎
は
こ
の
礼
懺
に
つ
い
て

「
の
ち
に
智
頻
が
修
し
た
請
観
世

陛
下
の
天
威
も
て
翼
は
く
は
必
ず
澤
を
降
さ
ん
。
如
し
其
れ
獲
ず
ん
ば
復

こ
の
話
は

尤
嘉

（
四
三
五
）
年
の
航
海
中
（
広
州
到
着
以
前
）

の
出

を
祈
ら
し
め
ん
こ
と
を
請
い

「
必
ず
感
有
ら
し
め
、
如
し
其
の
獲
る
こ
と

(365 
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の
日
々

へ
と
戻
っ
た
が
、

滞
在
し
て
人
々
を
教
化
し

の
よ

の

ほ
ど
な
く
銭
塘
の
霊
隠
山
に
入
り
、
禅
定
に
重
き
を
置
い
た

る
よ
う
に
な
る
。

第23

に

仰
い

せ
ん
と
欲
す
。

作
さ
ん
と
す
。
今
已
に
一
百
余
日
、
井
池
枯
涸
し
、

田
種
永
く
罷
む
。
法

元
（
四
七
九

S
四
八
二
）

の
末
に
は
再
び
都

て
埠
と
為
し
龍
室
を
侵
壌
す
。
群
龍
共
に
分
心
り
三
百
日
雨
せ
ざ
る
こ
と
を

即
位
す

そ
の
ま
ま

ほ
ど

る
が

て

の
人
、

に
麓
山
の

大
明
年
間
（
四
五
七
＼
四
六
四
）
に
再
び
建
康
へ

の

子
の
居
は
七
里
に
在
り
、
周
＜
此
地

ら
る
。
法
師
の
至

年
間
に
始
興
、
現
在
の
広
東
省
詔
関
市
曲
江
方
面
に
出
か
け
て
修
道
の
生
活
を

端
正
に
し
て
、
羽
衛
連
翻
し
、
席
を
下
り
て
礼
敬
し
、
自
ら
称
す
る
に
「
弟

れ
る
。

の

に
住
ん
で
い
た
が
、
劉
宋
の
元
嘉

の

る
を
見
る
。

し
て

人
の
至
る
有
り
。

の

み
え

の

の

一
人
の

み、

（
中
略
）

元
の
末
に
京
へ
還
る
。

た

に
、
そ
の

う
な
、
具
体
的
な
読
誦
経
典
名
に
関
す
る
記
載
が
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

澄
や
渉
公
の
そ
れ

必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
を
、
具
体
的
に
論
証
す
る
こ
と
は

じ
て
い
な
い
周
囲
の
人
々
が
、

ど
の

こ、.

や
教
説
に
基
づ
き
、
祈
雨
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
可
能
性
に
も
留
意
し
て
お
き
た
い
（
二
八
｝
。

釈
曇
超
、
姓
は
張
、
清
河
の
人
な
り

俄
に
又
た
銭
塘
の
霊
苑
山
に
適
く
。
一
た
び
禅
に
入
る
毎
に
累
日
起
た
ず
。

‘̀‘‘ 

し
し
カ

僧
に
よ

講
説
な
ど
が

に
よ
っ
て
行
わ
れ

日
、
井
池
枯
涸
、

田
種
永
罷
。
法
師
既
道
徳
通
神
、
欲
仰
屈
前
行
。
必

能
感
致
潤
沢
蒼
生
、
功
有
帰
也
。
超
日
、
興
雲
降
雨
本
是
檀
越
之
力
、
貧

神
日
、
弟
千
部
曲
止

不
能
降
雨
、

少
な
く
即
断
は
で
き
な
い
が
、

そ
の

に
「
こ
と
ば
」

の

る

ど
ち
ら
か
と
い

の

る
C

例
が

今
已
一
百

弟
子
居
在
七
里
、
任
周
此
地
。
承
法
師
至
故
来
展
礼
。
富
陽
県

称
厳
鎮
東
通
。
須
庚
有
一
人
至
。
形
甚
端
正
、

羽
衛
連
翻
、
下
席
礼
敬
、

っ
た
が
、

と

か

と
き
に
講
経
な
ど
を

説
話
は
、
大
き
く
二
つ
の
場
面
に
よ
り
成
り
立
っ
て
い
る
。

秘
呪
を
加
え
、
焼
香
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
祈
雨
を
行
っ
た
こ
と
が
以
上
の
よ

が
え
る
。

那
跛
陀
羅
は
中
イ
ン
ド
の
出
身
で
海
を
渡
っ
て
中
国

り
、
仏
教
史
上

と
り
わ
け
訳
経
の
面
で
大
き
な
足
跡
を
遺
し
た
人
物
で
あ
る
。
皇
帝
を
は
じ
め

れ
る
こ
と
も
あ

た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
た
め
か
彼
の
祈
雨
の
事
例
か
ら
は
、
慧
遠
や
曇
蓋
の
場
合
に
み
ら
れ
た
よ

習
禅
篇
に
ご
く
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
、

清
河
人
（
中
略
）

同
伝
の
記
述
の
大
部
分
は

俄
又
適
銭
塘
之

置
か
れ
て
お
り
、

べ
き
点
も
多
い
。
こ
の

う
な

の

の

で
は
な
く
、

の
上
か
ら
は
、
次
に

る
よ

364 
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ま
し
ょ
う
」

と
答
え
る
も
の
の
、
土
地
神
は

「
私
の
手
の
者
は
雲
を
わ
か
す
こ

を
潤
せ
ば
、
そ
の
功
は
あ
な
た
に
帰
せ
ら
れ
る
の
だ
」
と
。
曇
超
は

瀬
に
住
み

こ
の
一
帯
の
土
地
を
任
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
法
師
が
こ
の

た
超
に
夢
を
与
え
て
云
う

「
本
よ
り
念
に
因
り
て
誓
を
立
つ
、
法
師
の
既

り
、
席
を
下
り
て
礼
敬
を
し
た
上
で
、
自
ら
次
の
よ
う
に
言
っ
た

「
私
は
七
里

が
笏
を
手
に
前
に
進
み
出
で

゜
ニノ

致
し
蒼
生
を
潤
沢
す
、
功
の
帰
す
る
有
り
」
と
。
超
日
く
「
雲
を
興
し
雨

の
故
に
相
請
う
の
み
」
と
。
遂
に
之
を
許
す
、
神
條
忽
と
し
て
去
る

(

-

l

九）
0

第
一
の
場
面
は
、
曇
超
が
土
地
神
と
出
会
う
場
面
か
ら
始
ま
る
。
曇
超
は
、

の
ち
、

す
る
と
、

あ
る
時
の
こ
と
、
突
然
風
や
雷
の
音
が
聞
こ
え
、

地
に
来
ら
れ
た
と
承
り
ご
挨
拶
に
う
か
が
っ
た
。

に
わ
か
に
一
人

こ
威
鎮
東
の
お
通
り
」
と
称
す
る
の
が
見
え
た
。

た
ち
ま
ち
に
一
人
の
人
物
が
現
れ
た
。
姿
は
端
正
で
儀
伎
兵
が
連
な

じ
つ
は
冨
陽
県
の
民
が
昨
年

の
冬
、
麓
山
の
下
を
堀
っ
て
煉
瓦
を
作
り
、
龍
室
を
侵
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、

龍
た
ち
は
憤
慨
し
て
三
百
日
に
わ
た
り
雨
を
降
ら
せ
な
い
こ
と
に
し
た
の
で
あ

る
。
す
で
に
百
日
余
が
経
過
し
、
井
戸
や
池
の
水
は
干
上
が
り
田
植
え
も
で
き

な
い
。
法
師
は
す
で
に
神
と
感
通
す
る
だ
け
の
道
・
徳
を
備
え
て
い
る
か
ら
、

ひ
と
つ
曲
げ
て
ご
足
労
い
た
だ
き
た
い
。
感
応
に
よ
っ
て
雨
を
も
た
ら
し
人
々

「
雲
を
お

こ
し
雨
を
降
ら
せ
る
の
は
あ
な
た
の
力
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
私
に
何
が
で
き

と
が
で
き
る
だ
け
で
降
雨
は
望
め
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
あ
な
た
に
お
願
い
し
て

い
る
の
だ
」
と
言
っ
て
引
き
下
が
ら
な
い
。
結
局
、
曇
超
は
こ
の
件
を
引
き
受

遂
降
大
雨
。
高
下
皆
足
。
歳
以
獲
収
。

超
乃
ち
南
行
し
五
日
を
経
て
赤
亭
山
に
至
る
。
遥
に
龍
の
為
め
に
呪
願
説

法
す
。
夜
に
至
り
群
龍
悉
く
化
し
て
人
と
作
り
、
超
に
来
詣
し
て
礼
拝
す
。

超
更
に
説
法
し
、

因
り
て
三
帰
を
乞
い
、
自
ら
是
れ
龍
な
り
と
称
す
。
超

其
れ
に
雨
を
降
さ
ん
こ
と
を
請
う
も
、

時
に
当
に
雨
を
降
さ
ん
」

乃
ち
相
看
て
言
無
し
。
其
の
夜
又

に
之
を
導
く
に
善
を
以
て
す
。
輛
ち
敢
て
命
に
違
う
べ
か
ら
ず
。
明
日
哺

と
。
超
明
旦
に
即
ち
臨
泉
寺
に
往
き
、

り
て
県
令
に
告
げ
、
船
を
江
中
に
塀
じ
、

人
を
遣

海
龍
王
経
を
転
ず
。
県
令
即
ち

僧
を
請
じ
、
船
を
石
首
に
浮
べ
、
転
経
裁
に
党
る
や
、
遂
に
大
雨
を
降
す
。

高
下
皆
な
足
る
。
歳
以
て
収
を
獲
た
り
（
三
O
)
0

第
二
の
場
面
は
、
曇
超
が
赤
亭
山
に
行
き
龍
の
た
め
に
呪
願
説
法
す
る
場
面

か
ら
始
ま
る
。
昼
超
は
南
へ
と
向
か
い
、
五
日
ほ
ど
か
け
て
赤
亭
山
に
到
る
と
、

遥
か
に
龍
に
呪
願
し
説
法
を
行
う
。
夜
に
な
る
と
龍
た
ち
は
人
の
姿
と
な
り
曇

超
の
も
と
に
至
り
て
礼
拝
し
、
蜃
超
は
あ
ら
た
め
て
説
法
を
し
た
と
こ
ろ
、
三

帰
戒
を
請
い
、
自
ら
龍
で
あ
る
こ
と
を
名
乗
る
。

る
よ
う
頼
ん
だ
と
こ
ろ
、

だ
が
、
曇
超
が
雨
を
降
ら
せ

返
事
が
な
い
。
夜
に
な
っ
て
龍
た
ち
は
曇
超
の
夢
に

霊
苑
山
へ
と
向
か
っ
た
。

一
度
禅
定
に
入
る
と
何
日
も
目
覚
め
な
か
っ
た
と
い

建
元
（
四
七
九

S
四
八
二
）

の
末
に
都
へ
戻
っ
た
が

ほ
ど
な
く
銭
塘
に
あ
る

塀
船
於
江
中
、
転
海
龍
王
経
。
県
令
即
請
僧
、
浮
船
石
首
、
転
経
裁
党

神
日
＜

「
弟
子
の
部
曲
止
に
能
＜
雲
を
興
す
も
雨
を
降
す
こ
と
能
わ
ず
、
是

を
降
す
は
本
と
是
れ
檀
越
の
力
な
り
、
貧
道
の
何
ぞ
能
す
る
所
や
」

と゚

超
乃
南
行
経
五
日
至
赤
亭
山
。
遥
為
龍
呪
願
説
~
至
夜
群
龍
悉
化
作
人
、

因
乞
三
帰
、
自
称
是
龍
。
超
請
其
降
雨
、
乃

来
詣
超
礼
拝
。
超
更
説
法
、

相
看
無
言
。
其
夜
又
与
超
夢
云
、

本
因
念
立
誓
、

不
敢
違
命
。
明
日
哺
時
当
降
雨
。
超
明
旦
即
往
臨
泉
寺
、
遣
人
告
県
令
。

け
る
こ
と
に
な
り
、
赤
亭
山
へ
と
赴
く
の
で
あ
る
。

法
師
既
導
之
以
善
。
輛
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っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

の
場
面
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、

日
照
り
は
龍
た
ち
の

「
念
り
」
に
よ

仏
教
に
帰
依
し
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
前

法
師
に
善
導
し
て
い
た
だ
い
た
の
だ
か
ら
、
ご
命
令
に
背
く
よ
う
な
こ
と
は
い

た
し
ま
せ
ん
。
明
日
の
夕
刻
に
雨
を
降
ら
せ
ま
し
ょ
う
。
曇
超
は
翌
朝
、
臨
泉

王
経
』
を
転
読
す
る
こ
と
に
し
た
。
県
令
は
僧
を
招
い
て
船
を
石
首
に
浮
か
べ
、

経
典
の
転
読
が
終
わ
る
と
大
雨
が
降
っ
た
。
土
地
の
高
低
を
問
わ
ず
水
が
ゆ
き

わ
た
り
、

人
を
使
わ
し
て

そ
の

以
上
の
よ
う
な
概
要
を
踏
ま
え
て
、
各
場
面
の
特
色
を
掲
げ
れ
ば
次
の
よ
う

最
初
の
場
面
で

修
禅
を
よ
く
す

わ
れ
、
当
地
で
雨
が
降
ら
な
い
理
由
を
明
か
し
、
雨
を
降
ら
せ
る
よ
う
求
め
て

り
の
原
因
を
「

と
で
、
こ
こ
で

こ
の
地
で
続
く
日
照

に
対
す
る
龍
の
念
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
み
て
い
る
点
に
注
目
し
て
お

一
帰
戒
を
請
う
た

目
し
て
お
き
た
い
。
三
帰
戒
と
は
つ
ま
り
仏
・
法
・
僧
の
三
法
に
帰
依
す
る
こ

し
か
し
曇
超
の
説
法
を
聞
い
た
今
、

龍
た
ち
は
こ
の
｝

中
に
船
を
浮
か
べ
て
『
海
龍
王
経
』
を
転
読
し
て
み
せ
る
。

た
め
で
あ
ろ
う
。
人
々
の
前
で
転
読
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て

よ
っ
て
雨
を
も
た
ら
し
人
々
を
潤
せ
ば
、

が
、
慧
餃
撰
『
高
僧
伝
』
は
彼
の
伝
を
修
禅
篇
に
収
め
る
に
あ
た
り
、
結
果
と

な
逸
話
の
紹
介
に
よ
り
多
く
の
紙
幅
を
費
や
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
慧
餃
が
『
高

僧
伝
』
の
編
纂
に
際
し
て
参
照
し
た
で
あ
ろ
う
資
料
や
言
説
に
、
既
に
そ
の
よ

う
な
傾
き
が
あ
っ
た

の
よ
う
な
記
述
を
も
っ
て
彼
の
事
績
を
顕
彰
し
た
事
実
そ
の
も
の
は
、
『
高
僧
伝
』

が
、
ひ
と
ま
ず
は
以
上
の
よ
う
な
紹
介
に
留
め
、
そ
れ
以
降
の
事
例
に
つ
い
て

、。し

法
師
」

の
一
人
で
、
建
武
四

の
巧
み
さ
も
あ
っ

せ
る
こ
と
を
約
し
た
の

わ
ざ
わ
ざ
こ
の
こ

そ
の
功
は
あ
な
た
に
帰
せ
ら
れ
る
」

の
も
の
と
な
る
。

の
日
々
そ
の
も
の
よ
り
も
、

ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ら
れ
る
が
、

を
講
じ
て
以
来
、
講
経
を
よ
く
し
、

そ
の

多
く
の
僧
俗
と
交
流
を
も
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い

た
。
梁
の
武
帝
も
ま
た
彼
を
尊
重
し
、
天
監
二
（
五

0
三
）
年
頃
よ
り
諸
殿
に

で

と

（
四
九
七
）
年
の
夏
、
三
一
歳
の
と
き
に
妙
音
寺

る
と
龍
が
、

お
そ
ら
く
は
人
の
姿
を
借
り
て

に

の
伝
は

義
解
篇
に
み
え
る
。
彼
は
い
わ
ゆ
る

大

と
龍
に
対
し
て

た
所
か
ら
は
じ
ま
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
夜
に
な

も
簡
単
に
整
理
し
て

次
の
場
面
は
、
曇
超
が
土
地
神
の
依
頼
を
受
け
、
南
の
か
た
赤
亭
山
に
至
る

き
た
い
。

以
上
の

の

つ
い
て
は
よ

あ
る

の
編
纂
者

て
い
る
た
め
」
と
指
摘
し
、

こ
の
旱
災
が
人
々
に
よ
る
麓
山
の
開
発
と
、

こ
れ

の

麓
山
の

っ
た
た
め

の
中

い
る
。
曇
超
の
前
に
現
れ
た
七
里
瀬
に
住
む
土
地
神
は
、 の

も
と

あ
ら

し
て
、

し‘

の
よ
う

に
な
る
。

そ
の
後
曇
超
は
、
南
斉
の
永
明
一

0
(
四
九
二
）
年
に
七
四
歳
で
亡
く
な
る

つ

ヽ

と
＞

の

「
感
応
に

ヘ

船
を
川
の
中

か
べ
て

と

た
の
は
、
仏
教
に
よ

の
効
験
を
人
々
に
知
ら
し
め
る

で
あ
る
。
こ
の
夢
告
を
受
け
て
曇
超
は
、
翌
朝
県
令
に
告
知
し

で
ヽ

) 1 1 

の

現
れ
て

つ

「
も
と
も
と
怒
り
に

れ

し‘

て
た
が
、

で
に

い
、
明
日
夕
刻
に
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癒
え
ず
、

に
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
、

乞
を
さ
れ
ま
す
よ
う
に
」

婁
経
』
の
講
義
を
行
わ
せ
、

刀
を
加
え
る
の
だ
」
と
。

天
監
五

ち
大
雪
な
り
。
誌
又
た
云
く
「
一
盆
水
を
須
い
刀
を
其
の
上
に
加
へ
よ
」

と
。
俄
か
に
し
て
雨
大
い
に
降
り
高
下
皆
な
足
る
（
三
一
）
。

は
ん
」

出
入
り
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
勅
に
よ
り
光
宅
寺
が
創
建
さ
れ
る
と
そ
の
寺
主

と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
梁
の
天
監
五

つ
い
て
は
『
続
高
僧
伝
』
に
は
み
え
ず
、
『
高
僧
伝
』
神
異
篇
の
保
誌
伝
に
次
の

天
監
五
年
冬
旱
、
零
祭
備
至
而
未
降
雨
。
誌
忽
上
啓
云
、
誌
病
不
差
、
就

俄
而
雨
大
降
高
下
皆
足
。

天
監
五
年
冬
旱
し
、
雰
祭
備
り
至
る
も
未
だ
雨
降
ら
ず
。
誌
忽
ち
上
啓
し

て
云
く
「
誌
の
病
差
え
ず
、
官
に
就
き
て
治
を
乞
う
、
若
し
啓
せ
ざ
れ
ば

百
官
応
に
鞭
杖
を
得
べ
し
。
願
く
ば
華
光
殿
に
て
勝
婁
を
講
じ
て
雨
を
請

（五

0
六
）
年
冬
、

日
照
り
が
あ
り
、

手
を
尽
く
し
て
雨
乞
が
行
わ

れ
た
が
効
果
が
な
か
っ
た
。
保
誌
は
突
然
次
の
よ
う
に
奏
聞
し
た
。
「
私
の
病
は

天
子
さ
ま
に
治
療
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
も
し
こ
の
よ
う

天
子
様
は
き
っ
と
鞭
杖
の
罰
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。
願
わ
く
ば
華
光
殿
に
お
い
て
『
勝
婁
経
』
の
講
義
を
行
い
雨

と
。
天
子
（
梁
の
武
帝
）

は
た
だ
ち
に
法
雲
に
『
勝

そ
れ
が
終
わ
る
と
夜
に
な
っ
て
大
雪
と
な
っ
た
。

保
誌
は
ま
た
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
た
ら
い
一
杯
の
水
が
必
要
だ
。
そ
の
上
に

た
ち
ま
ち
に
し
て
雨
が
降
り
水
が
満
ち
足
り
た
と
い

と
。
上
即
ち
沙
門
法
雲
を
し
て
勝
髪
を
講
ぜ
し
む
。
講
党
り
夜
便

渉
公
は
、

い
ず
れ
も
神
異
僧
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
人
物
で
あ
り

こ
れ
ら
初
期
密
教
経
典
を
用
い
て
祈
雨

う
。
保
誌
は
も
と
も
と
道
林
寺
の
僧
倹
に
師
事
し
た
人
物
だ
が
、
劉
宋
期
以
降
、

奇
行
を
み
せ
る
よ
う
に
な
り
、
建
元
中
に
識
言
が
的
中
し
た
こ
と
も
あ
っ
て

人
々
の
尊
崇
を
集
め
た
が
、
南
斉
の
武
帝
は
保
誌
を
「
人
々
を
惑
わ
す
も
の
」

彼
の
事
績
は
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
そ
の
神
秘
性
が
増
し
て
い
き
、

は
『
野
馬
台
詩
』
の
著
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、

ひ
と
ま
ず
措
く
。

日
本
で

そ
の
問
題
は

以
上
、
『
高
僧
伝
』
に
認
め
ら
れ
る
祈
雨
の
事
例
を
列
挙
し
て
き
た
が
、
そ
の

ほ
か
に
『
続
高
僧
伝
』
に
み
え
る
南
朝
の
事
例
と
し
て
、
荊
州
が
旱
に
見
舞
わ

れ
た
際
、
長
沙
寺
が
僧
を
遣
わ
し
法
聡
の
も
と
に
雨
を
請
う
た
と
い
う
話
が
み

え
る
ほ
か
（
三
―
-
）
、
北
魏
＼
東
魏
期
を
代
表
す
る
僧
の
一
人
で
地
論
宗
南
道
派
の

祖
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
慧
光
が
、
嵩
岳
の
池
の
辺
に
お
い
て
焼
香

し
雨
を
請
う
た
と
こ
ろ
効
験
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
（
三
三
）

0

仏
教
に
よ
る
雨
乞
い
と
い
う
と
、

ま
ず
第
一
に
想
起
せ
ら
れ
る
の
が
密
教
に

よ
る
請
雨
法
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
は
、
請
雨
法
を
説
示
す

る
初
期
密
教
経
典
が
複
数
訳
出
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
『
高
僧
伝
』
を
は

じ
め
と
す
る
事
例
を
検
証
し
た
結
果
、

儀
礼
を
行
っ
た
こ
と
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
例
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

先
に
、

五
胡
十
六
国
時
代
に
お
け
る
華
北
の
例
と
し
て
紹
介
し
た
仏
図
澄
や

お
わ
り
に

沙
門
法
雲
講
勝
霊
。
講
党
夜
便
大
雪
。
誌
又
云
、
須
一
盆
水
加
刀
其
上
。

官
乞
治
、
若
不
啓
百
官
応
得
鞭
杖
゜
願
於
華
光
殿
講
勝
霊
請
雨
。
上
即
使

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

と
し
て
投
獄
し
た
が
、

の
ち
梁
の
武
帝
は
彼
を
厚
遇
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

（五

0
六）

年
に
法
雲
が
行
っ
た
祈
雨
に

361 
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て
位
置
づ
け
て
い
る
。

と
し
て
紹
介
さ
れ
て
き
た
一
面
が
あ
る
。
仏
教
僧
に
関
わ
る
奇
跡
の
物
語
は
『
衛

僧
伝
』
神
異
篇
に
、
『
続
高
僧
伝
』
『
宋
高
僧
伝
』
で
は
神
通
篇
に
収
め
ら
れ
、

『
法
苑
珠
林
』
を
は
じ
め
と
す
る
仏
教
類
書
や
『
集
神
州
三
宝
感
通
録
』
に
代

表
さ
れ
る
感
通
録
や
感
応
伝
、
霊
験
記
の
よ
う
な
書
物
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る

が
、
仏
図
澄
の
神
異
は
、
就
中
も
っ
と
も
よ
く
人
口
に
謄
灸
し
た
も
の
の
一
っ

で
あ
っ
た
。
『
高
僧
伝
』
の
撰
者
、
慧
絞
は
、
神
異
篇
の
「
論
」
の
冒
頭
で
、
『
易

経
』
観
の
象
伝
に
「
聖
人
は
神
道
を
以
て
教
え
を
設
け
、

と
あ
る
の
を
踏
ま
え
て

し
、
仏
教
僧
の
示
し
た
神
異
を
聖
人
に
よ
る
「
教
化
」
と
重
ね
つ
つ
、
仏
図
澄

の
事
績
を
神
異
篇
の
冒
頭
に
掲
げ
る
こ
と
に
よ
り
、

而
し
て
天
下
服
す
」

そ
の
代
表
的
な
一
例
と
し

本
稿
で
取
り
あ
げ
た
祈
雨
の
事
例
の
う
ち
、
『
高
僧
伝
』
神
異
篇
に
収
録
さ
れ

て
い
る
も
の
は
、
九
例
中
四
例
（
仏
図
澄
伝
、
渉
公
伝
、
保
誌
伝
）
に
限
ら
れ
、

他
は
訳
経
篇
、
義
解
篇
、
習
禅
篇
、

明
律
篇
、

経
篇
の
求
那
跛
陀
羅
、
義
解
篇
の
慧
遠
、

て
当
代
に
名
を
知
ら
れ
た
人
物
で
あ
り
、

誦
経
篇
に
散
在
し
て
い
る
。

訳

明
律
篇
の
慧
光
な
ど
は
い
ず
れ
も
、

仏
図
澄
の
よ
う
な
神
異
の
僧
と
は
い
え
な
い
が
、
戒
・
定
・
慧
の
三
学
に
お
い

そ
の
事
績
を
い
わ
ば
荘
厳
す
る
も
の

と
し
て
、
祈
雨
実
修
の
事
が
僧
伝
の
中
に
記
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
不
自
然
で

は
な
い
。
ま
た
曇
超
の
よ
う
な
、
習
禅
篇
に
記
さ
れ
た
僧
た
ち
の
事
績
の
う
ち

に
、
祈
雨
を
含
む
神
異
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
「
習
禅
の
究
極
に
神
通
を
得

ら
れ
る
も
の
と
す
る
思
想
の
、
当
然
の
顕
現
で
あ
る
（
三
き
」
と
み
る
限
り
、
け

し
て
怪
し
む
に
は
当
た
ら
な
い
。
た
だ
し
曇
蓋
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
『
高
僧
伝
』

「
神
道
之
為
化
也
（
神
道
の
化
為
る
也
）
（
―
-
四
）
」
と
記

本
稿
に
お
い
て
注
目
し
て
き
た
祈
雨
も
ま
た
、
そ
う
し
た
僧
た
ち
の

「
神
異
」

依
用
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
は
、
当
時
の
仏
教
に
よ
る
祈
雨
が

こ
の
う
ち
曇
超
の
事
績
に
は
、
彼
と
山
神
と
の
対
話
よ

に
は
具
体
的
な
記
述
が
見
え
ず
、

さ
れ
て
お
り
、

別
考
を
要
す
る
。

そ
れ
も
『
海
龍
王
経
』
と
い
う
、

か
え
っ
て
志
怪
書
に
そ
の
祈
雨
の
事
績
が
記

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
マ
イ
ナ
ー
な
経
典
に
基

づ
く
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
本
経
典
は
本
稿
前
半
で
と
り

あ
げ
た
初
期
密
教
経
典
と
は
異
な
り
、
祈
雨
の
方
法
を
具
体
的
・
直
接
的
に
説

『
海
龍
王
経
』
の
訳
出
は
竺
法
護
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、

五
胡
十
六

国
時
代
の
北
地
に
お
い
て
同
経
が
祈
雨
経
典
と
し
て
用
い
ら
れ
た
痕
跡
は
確
認

さ
れ
ず
、
祈
雨
の
経
典
と
し
て
用
い
ら
れ
た
は
じ
め
は
、
今
の
と
こ
ろ
東
晋
期

の
慧
遠
や
曇
蓋
の
事
例
か
ら
で
あ
る
。
続
く
劉
宋
期
の
求
那
跛
陀
羅
に
は
同
経

依
用
の
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
南
斉
期
に
は
曇
超
が
『
海
龍
王
経
』
に
よ
る

祈
雨
を
行
っ
て
お
り
、

り
始
ま
る
龍
の
物
語
が
付
随
し
て
い
た
。
僧
が
廟
神
や
蛇
を
済
度
す
る
話
は
『
幽

明
録
』
等
の
志
怪
書
の
中
に
も
み
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
だ
が
、
曇
超
伝
の
場
合
は
、

一
歩
進
め
て
祈
雨
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
点
に
留
意
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

と
り
わ
け
龍
の
順
り
を
鎮
め
教
化
す
る
く
だ
り
は
、
龍
の
成
仏
の

可
能
性
を
示
す
『
海
龍
王
経
』
の
経
説
と
の
関
係
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、

注
目
さ
れ
る
。

魏
晋
南
北
朝
と
い
う
時
代
に
、
冒
頭
で
紹
介
し
た
初
期
密
教
経
典
の
名
が
事

例
の
中
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
ず
、

か
え
っ
て
直
接
的
に
請
雨
法
を
説
か

な
い
『
海
龍
王
経
』
の
よ
う
な
大
乗
経
典
が
、
南
朝
の
漢
人
僧
た
ち
に
よ
っ
て

「
初
期
密
教

示
す
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
僧
伝
中
の
事
例
に
認
め
ら
れ
る
特
色
と
し
て
、
大
乗
経
典
の
読
誦

(-31650-) 
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開」
こ
『
高
僧
伝
』
巻
l
‘
訳
経
篇
、
吊
戸
梨
蜜
伝
（
大
正
蔵
五
〇
、
三
二
八
上
）
。

（
五
）
森
口
光
俊
「
請
雨
壇
法
の
展
開
」
（
『
智
山
学
報
』
三
四
、

さ
『
大
方
等
無
想
経
』
巻
二
、
大
雲
初
分
大
衆
健
度
餘
（
大
正
蔵
―
二
、

（
『
仏
教
史
学
研
究
』
四

0
巻
三
号
、

（
七
）
松
長
有
慶
『
密
教
の
歴
史
』
サ
ー
ラ
叢
書
一
九

九
年
）

一
九
六

那
仏
教
史
之
研
究
』
仏
教
大
学
出
版
部
、

一
九
八
九
年

一
九
九
七
年
九
月
）
が
あ
る
。

え
て
詳
し
く
考
察
さ
れ
て
い
る
。

ー
密
教
史
の
中
で
初
め
て
印
契
を
用
い
た
経
典
ー
」
（
『
初
期
密
教
ー
思
想

一
九
七
一
年
）
。

0
八
四
下
）
。
な
お
『
大
方
等
無
想
経
』
を
含
む
「
頭
破
七
分
」
の
事
例
を
検

討
し
た
も
の
に
、
宮
井
里
佳
「
中
国
に
お
け
る
『
頭
破
七
分
』
の
受
容
と
展

（
平
楽
寺
書
店
、

は
、
供
養
法
・
観
仏
法
・
結
界
作
壇
法
・
請
雨
止
雨
法
の
形
成
・
呪

術
的
な
医
療
経
典
の
成
立
、
後
世
の
曼
荼
羅
の
基
礎
と
な
る
四
仏
の
出
現
な

年）。
二
年
）
七
四
七
頁
、
初
出
『
同
』
（
東
方
文
化
学
院
東
京
研
究
所

一
九
三
八

（
『
高
野
山
大
学
密
教
文
化
研
究
所
紀
要
』

四
）
常
磐
大
定
『
後
漢
よ
り
宋
斉
に
至
る
訳
経
総
録
』
（
国
書
刊
行
会

一
九
七

こ
『
大
宋
僧
史
略
』
巻
上
、
伝
密
蔵
（
大
正
蔵
五
四
、
二
四

0
下）。

一
年
）

九
八

s
1
0
一
頁
。

5
『
大
吉
義
神
呪
経
』
（
大
正
蔵
ニ
―
‘

五
七
九
下
）
。

(
-
9
『
牟
梨
曼
陀
羅
呪
経
』
（
大
正
蔵
一
九
、
六
五
八
中
＼
六
五
八
下
）
。

（
一
こ
『
大
吉
義
神
呪
経
』
や
『
牟
梨
曼
陀
羅
呪
経
』
の
思
想
史
的
位
置
づ
け
に

つ
い
て
は
、
大
塚
伸
夫
「
『
牟
梨
曼
陀
羅
呪
経
』
に
お
け
る
初
期
密
教
の
特
徴
」

一
四
、
二

0
0
四
年
二
月
）
、

伝
の
成
立
」
（
『
中
国
仏
教
史
研
究
』
第
三
、
大
東
出
版
社
、

同

「
『
大
吉
義
神
呪
経
』
に
見
ら
れ
る
イ
ン
ド
初
期
密
教
の
特
徴
」
（
『
大
正
大
学

大
学
院
研
究
論
集
』
三
七
、
二

0
一
三
年
三
月
）
、
同
「
『
牟
梨
曼
陀
羅
呪
経
』

信
仰
・
文
化
ー
』
春
秋
社
、
二

0
一
三
年
）
及
び
、
同
『
イ
ン
ド
初
期
密
教

成
立
過
程
の
研
究
』
（
注
八
前
掲
書
）
六
八

0
頁
の
な
か
で
先
行
研
究
を
踏
ま

（
ご
。
『
高
僧
伝
』
の
史
料
性
に
つ
い
て
は
、
山
内
晋
卿
「
高
僧
伝
の
研
究
」
（
『
支

一
九
ニ
一
年
）
、
牧
田
諦
亮
「
高
僧

註（
＿
）
長
部
和
雄
『
唐
代
密
教
史
雑
考
』
（
神
戸
商
科
大
学
学
術
研
究
会

一
九
七

―
一
八
頁
）
。

込
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。
次
な
る
課
題
と
し
た
い
。

年
）
は
、
各
経
録
の
記
載
状
況
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
現
時
点
で
は
同
経
の
曇
曜

経
典
の
訳
出
・
流
布
に
よ
る
請
雨
法
の
輸
入
と
普
及
」

な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

に
よ
る
も
の
だ
け
で
は

し
か
し
以
上
の
よ
う
な
考
察
か
ら
は
、
な
ぜ

『
海
龍
王
経
』
が
漢
人
仏
教
僧
の
行
う
祈
雨
の
依
用
経
典
と
し
て
用
い
ら
れ
た

の
か
、

と
い
う
疑
問
を
充
分
に
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
に
つ

い
て
考
察
を
深
め
て
い
く
た
め
に
は
、
『
海
龍
王
経
』
の
内
容
そ
の
も
の
に
踏
み

て
、
経
典
の
訳
出
な
ど
を
通
じ
、
古
代
イ
ン
ド
の
グ
プ
タ
朝
に
お
い
て
確
立

し
つ
つ
あ
っ
た
密
教
儀
礼
が
、
漸
次
、
中
国
に
紹
介
さ
れ
て
い
っ
た
と
指
摘

す
る

（
八
）
大
塚
伸
夫
『
イ
ン
ド
初
期
密
教
成
立
過
程
の
研
究
』
（
春
秋
社
、
二

0
一
三

訳
を
否
定
す
る
ほ
ど
の
確
証
も
な
い
た
め
、
経
録
の
記
載
に
従
い
同
経
を
曇

曜
訳
と
み
な
し
、

同
経
の
成
立
を
五
世
紀
中
頃
と
み
る

（
三
一
＼
三
二
頁
、

（
三
八
＼
四
四
頁
）
。

ど
を
グ
プ
タ
朝
時
代
の
仏
教
の
特
色
と
み
て
、
五
世
紀
後
半
の
中
国
に
お
い

(-315: -) 
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あ
る
。

（
一
七
）
大
村
西
崖
『
密
教
発
達
志
』
（
国
書
刊
行
会
、

一
九
七
二
年
）
。
な
お
、

当
該
部
分
の
訳
注
研
究
と
し
て
、
元
山
公
寿
「
大
村
西
崖
『
密
教
発
達
志
』

訳
注
研
究
（
二
）
」
（
『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
九
九
、
二

0
一
四
年
三
月
）
が

晋
南
北
朝
水
利
史
研
究
』
（
開
明
書
院

照。

一
九
八

0
年
）
所
収
の
諸
論
考
を
参

初
出
『
東
方
学
報
』
四
四

字
世
龍
、

謂
澄
嘲
己
、
答
日
、

（
一
九
七
五

（
＿
己
『
高
僧
伝
』
巻
九
、
神
異
篇
、
仏
図
澄
伝
（
大
正
蔵
五

0
、
三
八
五
中
）
。

（
一
四
）
『
高
僧
伝
』
巻
九
、
神
異
篇
、
仏
図
澄
伝
「
襄
国
城
暫
水
源
在
城
西
北
五

里
団
丸
祀
下
。
其
水
暴
喝
゜
勒
問
澄
、
何
以
致
水
。
澄
日
、
今
当
勅
龍
。
勒

正
以
龍
不
能
致
水
。
故
相
問
耳
。
澄
日
、
此

誠
言
非
戯
也
。
水
泉
之
源
必
有
神
龍
居
之
。
今
往
勅
語
水
必
可
得
。
酒
与
弟

子
法
首
等
数
人
至
泉
源
上
。
其
源
故
処
久
已
乾
燥
、
垢
如
車
轍
従
者
心
疑
、

恐
水
難
得

3

澄
坐
縄
床
焼
安
息
香
、
呪
願
数
百
言
、
如
此
三
日
水
法
然
微
流
、

有
一
小
龍
、
長
五
六
寸
許
、
随
水
来
出
。
諸
道
士
見
競
往
視
之
。
澄
日
、
龍

有
毒
勿
臨
其
上
。
有
頃
水
大
至
陸
暫
皆
満
」
（
大
正
蔵
五

0
、
三
八
四
上
）
。

（
＿
五
）
『
高
僧
伝
』
巻
一
〇
、
神
異
篇
、
渉
公
伝
（
大
正
蔵
五

0
、
三
八
九
中
）
。

（二
2

『
高
僧
伝
』
巻
一
〇
、
神
異
篇
、
渉
公
伝
（
大
正
蔵
五

0
、
三
八
九
下
）

「
至
十
七
年
、
自
正
月
不
雨
至
干
六
月
。
堅
減
膳
撤
懸
以
迎
和
気
、

至
七
月

降
雨
。
堅
謂
中
書
朱
形
日
、
渉
公
若
在
朕
登
憔
心
於
雲
漢
若
是
哉
、
此
公
其

大
聖
乎
。
形
日
、
斯
術
幽
遠
。
実
亦
嘱
古
之
奇
也
」
。
な
お
減
膳
が
災
害
時
の

対
策
と
し
て
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
佐
久
間
吉
也
『
魏

(
＿
と
『
高
僧
伝
』
巻
六
、
義
解
篇
、
慧
遠
伝
（
大
正
蔵
五

0
、
三
五
七
下

S
三

ご
と
『
高
僧
伝
』
巻
―
二
、
誦
経
篇
、
法
相
伝
（
大
正
蔵
五
〇
、
四

0
六
下
）
。

（二

2
『
法
苑
珠
林
』
巻
六
三
（
大
正
蔵
五
三
、
七
六
四
中

S
七
六
四
下
）
。
魯

迅
『
古
小
説
鉤
沈
』
（
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
五
一
年
）
は
こ
の
一
文
を
『
冥

祥
記
』
と
し
て
輯
録
し
て
い
る
。

（
二
こ
『
高
僧
伝
』
序
録
（
大
正
蔵
五

0
、

（
―
-
こ
『
法
苑
珠
林
』
巻
一
九

四
一
八
中
）
。

鉤
沈
』
（
註
二

0
前
掲
書
）
は
こ
の
一
文
を
『
冥
祥
記
』
と
し
て
輯
録
し
て
い

（
二
己
『
高
僧
伝
』
巻
三
、

下
＼
三
四
五
上
）
。

訳
経
篇
、
求
那
跛
陀
羅
伝
（
大
正
蔵
五

0
、
三
四
四

（
二
四
）
小
林
太
市
郎
「
晋
唐
の
観
音
」
（
『
仏
教
芸
術
の
研
究
』
小
林
市
太
郎
著

一
九
七
九
年
）

作
集
七
、
淡
交
社
、

（
―
-
五
）
塩
入
良
道
『
中
国
仏
教
に
お
け
る
懺
法
の
成
立
』
（
大
正
大
学
天
台
学
研

究
室
、
二

0
0
七
年
）
三
七
二

S
三
七
三
頁
。

（二
42

『
高
僧
伝
』
巻
三
、

訳
経
篇
、
求
那
跛
陀
羅
伝
（
大
正
蔵
五
〇
、
三
四
四

0
0
九
年
）
三
四
四

S
三
四
五
頁
。

四
五
＼
四
七
頁
。

一
、
岩
波
文
庫
（
岩
波
書
店
、
ニ

（
―
-
八
）
外
国
人
僧
の
語
学
力
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
船
山
徹
『
仏
典
は
ど

う
漢
訳
さ
れ
た
の
か
ー
ス
ー
ト
ラ
が
経
典
に
な
る
と
き
ー
』
（
岩
波
書
店
、
ニ

0
一
三
年
）
第
三
章
「
訳
は
こ
う
し
て
作
ら
れ
た
ー
漢
訳
作
成
の
具
体
的
方

二
七
）
吉
川
忠
夫
・
船
山
徹
訳
『
高
僧
伝
』

上）。
る。

年
―
二
月
）

に
詳
し
い
。

（
一
九
七
三
年
二
月
）
、
『
同
』
四
八

（
大
正
蔵
五

四
二
八
下
）
、
魯
迅
『
古
小
説

五
八
上
）
。
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し
た
報
告
書
の
一
部
を
も
と
に
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

キ
ャ
ン
パ
ス
）

に
お
け
る
報
告
と

一
般
財
団
法
人
仏
教
学
術
振
興
会
に
提
出

（
二
九
）
『
高
僧
伝
』
巻
―
-
、
習
禅
篇
、
曇
超
伝
（
大
正
蔵
五
〇
ヽ

（三

9
『
高
僧
伝
』
巻
―
-
、
習
禅
篇
、
曇
超
伝
（
大
正
蔵
五

0
、

（
三
こ
『
高
僧
伝
』
巻
一

0
、
神
異
篇
、
保
誌
伝
（
大
正
蔵
五

0
、
三
九
四
下
）
。

（
三
こ
『
続
高
僧
伝
』
巻
一
六
、
習
禅
篇
、
法
聡
伝
（
大
正
蔵
五

0
、
五
五
六
上
）
。

（
三
己
『
続
高
僧
伝
』
巻
ニ
―
、
明
律
篇
慧
光
伝
（
大
正
蔵
五

0
、
六

0
七
下
）
。

（
三
四
）
『
高
僧
伝
』
巻
一
〇
、
神
異
篇
、
論
（
大
正
蔵
五

0
、
三
九
五
上
）
。
な

お
、
引
用
部
分
が
『
易
経
』
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る
こ
と
は
、
吉
川
忠
夫
・

船
山
徹
訳
『
高
僧
伝
』
三
、
岩
波
文
庫
（
岩
波
書
店
、
二

0
1
0
年）

（h-
五
）
村
中
祐
生
「
中
国
南
北
朝
時
代
の
禅
観
に
つ
い
て
」
（
『
天
台
観
門
の
基

調
』
山
喜
房
仏
書
林
、

[
附
記
〕
本
稿
は
、
平
成
二
七
年
度
一
般
財
団
法
人
仏
教
学
術
振
興
会
研
究
助

ま
た
本
稿
は
、

平
成
二
七
年
度
駿
台
史
学
会
大
会
（
於
、
明
治
大
学
駿
河
台

（
公
益
社
団
法
人
日
本
図
書
館
協
会
事
務
局
）

研
究
部
門
）

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

成
(
S
A
T
大
蔵
経
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
直
接
の
資
料
と
し
て
用
い
た
研
究
学
術

紀
要
』
六
七

（
一
九
八
二
年
二
月
）
。

一
九
八
六
年
）
三
一
六
頁
、
初
出
『
大
正
大
学
研
究

九
＼
四
五
三
頁
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

法
と
役
割
分
担
ー
」
が
参
考
に
な
る
。

四

0
0
上）。

四

0
0
上）。四

四

357 
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